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２０１１年度夜勤実態調査の結果を報告します。今回、
４５０施設３，０７７職場から集約することができました。
忙しい業務と組合活動の中、ご協力くださった皆様
に心より感謝を申し上げます。日本医労連はこれま
でも毎年６月に夜勤実態調査を行ってきました。調
査結果を年内に報告できるよう取り組んできまし
た。職場で活用いただければ幸いです。

夜勤実態調査で夜勤改善、
職場で「５局長通知」を活用しよう

１９５７年日本医労連の前身である日本医労協が発足
してから５４年になります。この間、夜勤改善のたた
かいは日本医労連の中心的課題のひとつで、夜勤実
態調査はこの運動の力強い武器として活用されてき

ました。１９６５年「夜勤は複数・月８日以内」の人事
院判定を勝ち取り、１９７７年にＩＬＯ看護条約採択、
その後１９８９年から始まったナースウェーブは看護師
確保法を制定させる大きな力となりました。２００５年
から取り組んできた医師・看護師・介護士増やせの
たたかいは、医師養成数を増やし、介護職員処遇改
善交付金へとつながってきています。
そして２０１１年６月１７日、厚労省５局長連名で通知

「看護師等の『雇用の質』の向上のための取組につ
いて」（※）が発出されました。この通知は厚労省
内の局が横断的につながったこと、看護職腫に絞っ
た内容になっていることなど画期的なものとなって
います。通知は「職場づくり」「人づくり」「ネッ
トワークづくり」の３点からの取り組みを示し、「職
場づくり」の中では長時間労働、勤務間隔時間の改
善を求めています。通知を受けて各県医労連と県労
働局との懇談も始まり、今後は職場の中でどう活か
していくかが重要な取り組みとなっています。

交替制勤務者にも患者にも有害な夜勤、
夜勤改善は国民要求

日本医労連は、夜勤は働く者だけでなく、患者さ
んや入所している人にも有害だから、できるだけ短
く、回数を少なくすべきと要求してきました。２００７
年ＷＨＯが「交替制勤務は発がん性がおそらくある」
と発表し、グループ２Ａに位置付けました。今後グ
ル―プ１への引き上げを予測する研究者も出てきて
おり、健康問題は交替制労働者にとって深刻です。
現在実施されている２交替制勤務の多くは１６時間

以上の長時間夜勤となっています。１９９２年、変形労
働制がつくられ、医療現場に長時間夜勤２交替勤務
が導入されました。労働基準法にも労働時間は原則
８時間と謳われているにもかかわらず、時間外労働
が容認され、日本の労働者は長時間労働を強いられ
てきました。「通知」と同時に出された「省内プロ
ジェクトチーム報告書」には日本医労連が行った
２００９年「看護職員の労働実態調査」を引用し、看護
職員の健康状態が不調と回答した人は、女性全般と
比較して２割以上高くなっていると指摘していま
す。長時間労働は看護職の健康と生活を破壊し、看
護職と患者の安全を脅かします。国民の医療要求に
応えるためにも、職場に地域に夜勤改善の運動を広
げていきましょう。

※４２頁に全文掲載
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今年も医労連の夜勤実態調査の結果がまとまっ
た。全体的な結果をみると、わずかではあるが、昨
年度より労働条件の改善が窺がえる。これは一重に、
全国キャラバンや署名による組合員の運動の賜物で
あり、まず敬意を払いたい。たとえば３交替制での
月夜勤回数が６回以内であるとする人数が１万人台
に初めて突入し、比率的には１９．６％で１９９５年の調査
以来、最も高かった。準夜勤および深夜勤の人員配
置も、１人夜勤が増えたものの、２人夜勤が減少し、
５人以上夜勤が増加した結果、３人以上夜勤が微増
している。
一方、２交替職場においても、月４回以内の比率
が６９．５％となり、昨年よりも３ポイント増加してい
る。夜勤人員では、残念ながら１人夜勤が増え、４
人夜勤が減少したことによって３人以上夜勤人員が
昨年より約１ポイント減少した。しかし２人夜勤が
減少し、３人、及び５人以上夜勤が増加したことは
注目してよい。またなにより、今回の調査で２００５年
から増え続けてきた２交替勤務比率において減少の
可視化がなされたことには大きな意味がある。しか
しながら、よくよくデータを見てみると加盟組織間
で大きな差が見受けられることや、改善が微増だっ
たことが気にかかるのも事実である。
夜勤の有害性は、いまさら述べるまでもない。筆
者は、ここ数年、看護師の夜勤を評価する際には、
健康、安全、生活リスクの３つの社会的価値から行
うことを勧めてきた１）。とりわけ最近では、健康リ
スクに関する科学的知見が醸成されつつあり、様々
な健康被害に関する知見が示されている。夜勤と乳
がんや前立腺がんの関連性の知見は、この分野では
最大のトピックスである。２００７年１０月に国際がん研
究機関が「発がん性がおそらくある群（グループ２
Ａ）」に夜勤を位置付けたこと２），３）は、多くの科学
者にインパクトを与えた。加えて、２００８年からデン
マーク政府が「少なくとも１週間に一度、かつ２０年
間の夜勤経験があった乳がん患者」を労働災害とし
て認めたこと４）は、世界中の関心となった。

さらに最近（２０１１年８月１６日）、それらの認定の
正当性を裏付け、どのような夜勤の乳がんリスクが
大きいかを詳細に調べた知見が発表された５）。それ
をざっと要約すると、「２０年以上でなくとも短期間
の夜勤においても発がん性は高い」、「夜勤回数や
夜勤時間が発がん性に関連する」、「３交替勤務よ
り２交替勤務の発がん性は高い」というものである。
しかし、このような夜勤の健康リスクの疫学デー

タが発表されても、日本の看護師は「私だけは、乳
がんにならないような気がする」と、なかなか実感
として受け入れてくれない。その理由は、すでにわ
かっていて、健康や安全への有害性は、病気や事故
になって初めて、後悔とともにしか実感できないネ
ガティブな概念だからである。
一方、生活性のリスクは、夜勤生活の不利益性を

通して、実感として理解できる価値である。たとえ
ば、「自分にはなぜ友達が少ないのか」、「自分の
恋愛がなぜ続かなかったのか」、「自分はなぜ介護
している親に悪態をついてしまうのか」などを突き
詰めると、それは、自分の性格なんかでは決してな
く、夜勤が及ぼす生活上の不利益性が原因であるこ
とに思い至る。そのことから推測するならば、看護
師の生活リズムのリスク、ひいてはライフ・ステー
ジを踏まえた看護師の生涯リズムのリスクに、組織
としても介入できる方策が十分あると言える。
したがって、来年もこの「微増」が続くならば、

この実感性に訴える新たなアプロ―チを試してみて
も良いかもしれない。
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２０１１年度夜勤実態調査

結 果
日本医療労働組合連合会（山田真巳子委員長・１６

万９千人）は、「２０１１年度夜勤実態調査」を実施し
ました。この調査は、病院等で働く看護職員等の夜
勤実態を全国的規模で把握するため毎年実施してい

るものです。２０１１年６月の勤務実績（４５０施設・３０７
７職場・看護職員数９５，４３８人、看護要員１０７，２０６分）
の調査結果がまとまりましたので報告致します。

２交替のうち１６時間以上の長時間夜勤が６割
・「２交替」病棟の６３．０％、病床数の６４．０％、看護職員数では６１．０％、看護要員数では６４．０％が１６時間以
上の長時間夜勤

・患者の安全と、看護要員の健康への影響が危惧される

勤務間隔「１２時間未満」約８割
・勤務から次の勤務までの間隔が最も短いシフトは、「８時間以内」６３．１％、「１２時間以内」１６．２％、「１６
時間以内」１８．６％で、１２時間未満が７９．３％で約８割

看護師確保法・基本指針に抵触する９日以上の夜勤は２６．２％で改善
みられず

・３交替の平均夜勤日数は月７．６３日（前年７．６２日）、８日以内７３．８％（前年７３．２％）でほぼ変化がなく、
９日以上２６．２％（前年２６．８％）。１０日以上は９．２％で約１割、最高は２０日

２交替で夜勤は「月４．５回以上」が３０．５％、最高回数は１０回
・２交替の平均夜勤回数は月４．０３回（前年４．１９回）、４回以内６９．５％（前年６６．５％）、４．５回以上が３０．５
％（前年３３．４％）。５．５回以上は８．６％（前年７．２％）で、最高回数は１０回

「５０床あたりの看護職員数」は微増、「３交替」より「２交替」の
人員配置が少ない傾向は同様

・「３交替」平均３０．１人（前年２９．５人）で０．６人増
・「２交替」平均２７．５人（前年２６．５人）で１．０人増
・看護要員は３交替３３．９人（前年比１．４人増）、２交替３２．９人（前年比１．２人増）
・「３交替」より「２交替」の人員配置が少ない傾向は同様で、看護職員で２．６人少なく、看護要員で１．０
人少ない

■ 概要 ■
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�� 調査概要
（１）調査の目的

看護・介護職員の夜勤・長時間労働の実
態を把握し、夜勤改善・労働時間規制など
働き続けられる職場づくりに活用する。

（２）調査時期
２０１１年６月分の勤務実績を調査。

（３）調査対象
日本医労連加盟組合（単組、支部、分会）
のある病院・診療所、福祉施設等で、２４時
間交替制勤務を行っている施設。

（４）調査方法と集計方法
全国組合・都道府県医労連を通じて、加

盟組合に調査表を送付し、２０１１年６月の勤
務実績に基づいて記載したものを回収。

（５）集約の結果
回収数は、４５０施設（２０１０年度４５４）、

３，０７７職場（同３，１４６）、看護職員９５，４３８人
（同８６，９５５人）・看護要員１０７，２０６人
（同９７，２９０人）を集約。

�Ⅱ 入院部門の調査結果
（１）施設数、病棟数、病床数、看

護職員数
４４３施設、２，８５８病棟、１２５，９７９病床、看
護職員７３，８１０人、看護要員８４，５３２人の調査
結果となった。

（２）夜勤形態別・施設数
「３交替」のみの施設が２２６（５２．３０％）、
「２交替」の施設が７０（１５．４％）、３交替
や２交替の勤務が混在する「混合」施設が
１４７（３２．３％）となった。

（３）夜勤形態別の職場数
「３交替」２，１３６職場（７５％）、「２交

替」５４０職場（１９％）だった。

（４）夜勤形態別の病床数
病床では、「３交替」が９４，３６２病床（７５

％）、「２交替」が２３，６３０病床（１９％）、
「混合」が７，７４０病床（６％）となった。

結果
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37.2％ 62.8％

（５）夜勤形態別の看護職員数・
看護要員数
「３交替」が看護職員５６，４５８人（７６％）
・看護要員６３，６８８人（７５％）、「２交替」
では同１２，２４１人（１７％）・１５，０１８人（１８％）、
「混合」では同４，９８８人（７％）・５，５８５人
（７％）だった。
２交替職場のうち、病棟数の６３．０％、病

床数の６４．０％、看護職員の６１．０％、看護要
員の６４．０％が「１６時間以上」の長時間夜勤
を行っている。

（６）夜勤形態別の職場数経年推移
２００６年以降「２交替」長時間夜勤が増加
している。

（７）入院基本料の分類
○一般病棟の入院基本料の分類では、「７
対１」１，２０６職場（６４．４％）、「１０対１」
５８０職場（３１．０％）。２００９年度の「７対
１」職場３９．２％から２０１０年度に６０．５％と
大幅に増加し、２０１１年度も６４．４％と増加
した。

○精神病棟の入院基本料の分類では、「７：
１」４職 場（２．４％）、「１０対１」２３職
場（１３．７％）、「１３対１」２４職場（１４．３
％）、「１５対１」は８４職場（５０．０％）だ
った。

（８）看護職員の配置
○「３交替」職場の看護職員は、５０床当り
平均３０．１人（看護要員３３．９人）。看護職
員の推移をみると、２００８年２６．６人、２００９
年２７．５人、２０１０年２９．５人、２０１１年は３０．１
人と０．６人増加。看護要員は、２０１０年度
の診療報酬における「急性期看護補助加
算」新設の影響と思われるが、２０１０年２．８
人増加、２０１１年は１．４０人の増加となった。

○「２交替」職場の看護職員は、５０床当り
平均２７．５人（看護要員３２．９人）。看護職
員の推移をみると、２００５年１８．３人、２００６
年２０．９人、２００７年２４．６人、２００８年２４．４人、
２００９年２５．３人、２０１０年２６．５人、２０１１年２７．５
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人と増加しているが、「３交替」職場と
比べて２．６人少ない配置になっている。

（９）「３交替」の夜勤実態
○平均夜勤日数は７．６３日（前年７．６２日）で、
２年連続微増となった。

○１ヵ月「８日以内」の夜勤日数に収まっ
ている看護職員は７３．８％（２０１０年７３．２
％）。看護職員確保法・基本指針に抵触
する「９日以上」の夜勤を行っている看
護職員は２６．２％（２０１０年２６．８％）と４分
の１を超える状況が続いている。１０日以
上は９．１％で約１割、最多夜勤回数は２０
日だった。６日以内は１９％（２０１０年１８．３
％）。

○入院基本料別にみると、月９日以上は「７
対１」が２９％、「１０対１」２２％、「１３対
１」１２％、「１５対１」１４％だった。

結果
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○夜勤体制をみると、「３人以上」は、準夜
勤務で７３．８％、深夜勤務で６８．１％。２００５
年以降の推移をみると、準夜勤務で５３．６
％、６０．４％、６０．７％、６７．３％、７０．０％、
７２．８％、２０１１年は７３．８％。深夜勤務では、
２００５年以降４５．３％、４９．３％、５１．３％、５８．０
％、６１．４％、６７．９％、２０１１年６８．１％。入
院基本料「７対１」新設の２００６年以降、
夜勤体制の改善がみられる。
また、１人夜勤も３２職場１．４％あった。

（１０）「２交替」の夜勤実態
○平均夜勤回数は４．０３回（２０１０年４．１９回）
で、最多回数は１０回となった。平均夜勤
回数の経年比較ではほとんど改善なく推
移し、２０１０年に初めて平均４回を超える
結果となった。

○１ヵ月「４回以内」の夜勤回数に収まっ
ている看護職員は６９．５％。４．５回以上が
３０．５％と３割を超え、５．５回以上は８．６％
（２０１０年７．２％）と悪化。４回以内を経
年比較すると、２００５年７５．４％、２００６年７５．１
％、２００７年７６．７％、２００８年６９．０％、２００９
年７２．５％、２０１０年６６．５％。
３回以内は、２８．２％（２０１０年２６．４％）。

○入院基本料別にみると、月４．５日以上は
「７対１」が３２％、「１０対１」２５％、「１３
対１」２４％、「１５対１」２４％だった。

○夜勤体制は、「３人以上」が６７．４％で、
経年比較すると、２００５年３３．７％、２００６年
４７．２％、２００７年５５．６％、２００８年５６．４％、
２００９年５８．２％、２０１０年６８．８％。２００６年以
降、夜勤体制の改善がみられ、２人以下
は３２．６％。一方、１人夜勤は１４職場７．６
％残っている。

結果

８ 医 療 労 働 臨 時 増 刊



（１１）勤務時間
○最も短い勤務間隔（勤務から次の勤務間
隔）では、「８時間以内」６３．１％、「１２
時間以内」１６．２％、「１６時間以内」１８．６
％で、１２時間未満が７９．３％に及ぶ結果と
なった。

（１２）夜勤専門看護職員、妊産婦
等の割合および病欠者

○夜勤専門看護師は、３交替で０．３３％（２０
０５年０．１２％、２００６年０．１４％、２００７年０．１３
％、２００８年０．２０％、 ２００９年０．１５％、２０
１０年０．３３％）、２交替で１．２５％（２００５年
０．５３％、２００６年０．４２％、２００７年０．３２％、
２００８年０．６２％、２００９年０．８２％、２０１０年１．３４
％）、混合では０．５２％、「当直＋２交替」
では２．８％で増加傾向にある。

○妊娠・産休・育休者数は１００床あたりの
看護職員で５．３人、看護要員で８．４人。育
児短時間取得は看護職員で１００床あたり
１．０人、看護要員で４．３人だった。介護休
暇取得者は今回調査では少なく、看護要
員で０．１人のみだった。

○１００床あたりの病欠者は、看護職員で１．４
人、看護要員で２．１人だった。

�Ⅲ 外来・手術室の夜勤実態
（１）外来
�有効回答数は１５８職場で、３交替（変則３交替含
む）２３職場１７．１％、２交替６３職場３９．９％、「２＋
３交替混合」５職場３．２％、「２交替＋当直」９
職場５．７％、当直５４職場３４．２％で、長時間が主流
だった。
�夜勤回数は、３交替で「８日以内」が８９．６％、「２
交替」・「２交替・当直制」の４回以内はそれぞ
れ９１．５％、９６．７％。平均夜勤回数は、３交替６．１８
回、変則３交替４．５２回、２交替２．７３回、「３＋２
交替混合」３．６３回、「２交替＋当直」２．６４回、当
直２．８５回。
�１人夜勤が、３交替準夜勤で１６．７％、深夜で２７．８
％、２交替で４２．６％、当直制では３４．０％で、依然
として１人体制が多い。

（２）手術室
�３交替１５．９％、２交替２５．０％、「３＋２交替」２．３
％、「当直＋２交替」１３．６％、当直４３．２％だった。

�夜勤回数は調査結果として出なかった。
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�Ⅳ 基礎項目等の結果
（１）夜勤協定の状況

夜勤協定の有無については、４５０施設中、
「有」２３９施設５３％、「無」１２２施設２７％、
「無回答」８９施設２０％だった。

（２）男性職員割合
看護職員の４．８％、介護職員の２３．０％が男
性職員だった。

（３）勤務間隔「１２時間以上」の状況
勤務間隔「１２時間以上」あると答えたの

は１４５施設４２．６％、「無」は１９５施設５７．４％
だった。

�Ⅴ 長時間労働規制・夜勤改善にむけて
■夜勤は「有害業務」として、諸外国ではＩＬＯ夜
業条約やＥＵ労働時間指令などに基づいた規制が
行われ、労働者の健康と生活を保護しています。
また、日本政府は批准していませんが、ＩＬＯ看
護職員条約（１４９号条約）は、「看護職員が国民
の健康および福祉の保護と向上のために果たす重
要な役割を認識し、使用者としての公共部門が雇
用及び労働条件の向上において積極的な役割を果
たすべきであり、（中略）各加盟国は、看護職に
人々を引きつけ、かつ、その職に留めおくような、
�適切な教育訓練、�キャリア展望および報酬を
含む雇用および労働条件など必要な措置をとる
（前文・第２条２項）」としています。具体的事
項が記載された勧告（１５７号）では、�１日の労
働時間は８時間を超えるべきではない。時間外を
含めても１２時間を超えるべきではない、�次の交
替との間に少なくとも連続１２時間以上の休息期間
が与えられなければならない、などとしています。
「医療・福祉の現場で働く私たちには夜勤・交替
制勤務は避けられない勤務であり、日本でも諸外
国並みの保護措置をとり、労働者が働き続けられ
る環境整備が求められます。

■今回の「２０１１年度夜勤実態調査」は、ＩＬＯ１５７
号勧告が示す８時間労働に反し、２交替夜勤が増
加傾向にあることを示しました。２００６年から増加
してきた２交替病棟の割合が２０１１年度１．８ポイン

ト下がったのは、「２交替と３交替」混在の病棟
が増えている（２０１０年度３％、２０１１年度６％）こ
と、調査施設が２０１０年度とまったく同じではない
ことによる影響が推察されます。しかし、２００８年
厚生労働省「医療施設静態調査」によると、一般
病棟の６４．６％が２交替であり、増加していること
は確実です。２０１１年度の結果では、「２交替」病
棟の６３．０％、病床数の６４．０％、看護職員数の６１．０
％、看護要員数で６４．０％が１６時間以上の長時間夜
勤となっており、患者・利用者の安全と、看護要
員の健康への影響が危惧されます。
また、ＩＬＯ１５７号勧告が示す「勤務間隔１２時間
以上」に反する状態での勤務は７９．３％でした。勤
務間隔「８時間以内」６３．１％、「１２時間以内」１６．
２％と圧倒的に８時間未満です。大切ないのちを
あずかって、診療の介助と療養上の世話の重要な
役割を担っているにも関わらず、十分な休息が保
障されず次の勤務につくことが常態化しているこ
とを示しており、患者・利用者の安全と、看護要
員の健康の上で深刻な問題で、早急な改善が必要
です。

■３交替の平均夜勤日数は７．６３日（２０１０年７．６２日）
と２年連続微増で、月８日以内の夜勤日数に収ま
っている看護職員は７３．８％（２０１０年７３．２％）でし
た。月９日以上夜勤を行っている看護職員は２６．２
％（２０１０年２６．８％）と４分の１を超える状況が続
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いており、１０日以上は９．１％で約１割、最多夜勤
回数は２０日に及びました。一方２交替でも、月平
均夜勤回数４．０３回（２０１０年４．１９回）で、最多回数
は１０回でした。月４回以内夜勤回数に収まってい
るのは６９．５％で、４．５回以上が３０．５％と３割を超
え、５．５回以上は８．６％（２０１０年７．２％）と悪化し
ています。看護職員の労働条件の改善については、
１９９２年に「看護師等の人材確保の促進に関する法
律」が成立し、その基本指針において、「週４０時
間労働制を目指して、完全週休２日制の普及等労
働時間短縮」「夜勤負担の軽減、働きやすい職場
づくり」「月８回以内の夜勤体制」などの構築を
求めています。また２００７年の第１６６回通常国会で
の全会一致での決議（看護職員の配置基準を夜間
は患者１０人に１人以上、日勤は４人に１人以上と
すること。夜勤日数を月８日以内に規制するなど
『看護師確保法』等を改正すること、など）もあ
ります。しかし、実効ある改善がないために看護
職員に大きな負担を与えています。国会決議の早
期実現を求めます。

■一方、３交替で月の夜勤が６日以内は１９％（２０１０
年１８．３％）、２交替で月３回以内２８．２％（２０１０年
２６．４％）と回数の少ない群が微増しています。ま
た入院基本料別にみると、３交替で月９日以上は
「７対１」が２９％、「１０対１」２２％、「１３対１」
１２％、「１５対１」１４％で「７対１」での回数オー
バーが目立ちます。２交替でも同様で、月４．５日
以上は「７対１」３２％、「１０対１」２５％、「１３対
１」２４％、「１５対１」２４％でした。一般病棟の入
院基本料は、「７対１」６４．４％、「１０対１」３１．０
％で、２００９年度の「７対１」職場３９．２％から２０１０
年度に６０．５％と大幅に増加しています。以上から、
診療報酬の評価が高い「７対１」入院基本料取得
と「夜勤７２時間以内」が経営的に最重視され、ゆ
とりを持った看護体制が不十分なまま「７：１」
取得がすすめられ、看護職員の負担が増大してい
ることが推察されます。

■２０１１年６月１７日、「看護師等の『雇用の質』の向
上に関する省内プロジェクトチーム（省内ＰＴ）」
報告書および、医政局長、労働基準局長をはじめ
とした５局長連名の通知「看護師等の『雇用の質』
の向上のための取組について」（以降、「通知」

と記載／４２頁に全文記載）が都道府県知事、各県
労働局長、日本看護協会や日本医師会などの関係
医療団体等に発出されました。通知は、結婚・出
産・育児など生活上の理由と、超過勤務が多い、
休暇が取れないなど業務の過重性を理由に年に約
１２万５千人の看護職員が離職していることを指摘
し、働き続けられる具体的な対応策を取るように
求めました。そして、交替勤務等に伴う負担を軽
減することは、医療安全の点からも重要とし、具
体的改善策として「交替制の運用面の工夫、所定
時間外労働の削減」「十分な勤務間隔の確保を含
め、より負担の少ない交代制にむけた取り組み」
等の改善を求めています。通知を職場で活かし、
具体的な改善を行うとともに、国・自治体の責務
としての改善を強く求めます。

■２０１０年秋、日本医労連は１１年ぶりに全県をつなぐ
「いのちまもる全国縦断キャラバン行動」を行い、
大幅増員・夜勤改善と安全・安心の医療・介護を
訴えてきました。また３月１１日の東日本大震災は、
日本の「医療崩壊」「看護崩壊」の状況を可視化
すると同時に、被災地に支援を出した後の残され
た職場で夜勤回数が跳ね上がったなど、全国が深
刻な人員不足であることも明らかにしました。
２０１１年は昨年の運動をさらに大きく継続すると同
時に、各自治体での災害体制状況の整備等も求め
ながら、いのちの砦である医療・福祉施設の充実
を求めて９月から１１月まで「いのちまもる地域キ
ャラバン行動」を行っています。
医療・福祉の職場は、患者の高齢化や重症化、医
療の高度化、入院日数の短縮化など諸条件の変化
により、大きく様変わりをし、看護要員の労働と
負担は厳しさを増すばかりです。すでに夜勤・長
時間労働が心身に与える有害性は明らかであり、
国民に対し安全・安心の医療・介護が継続・安定
して提供できるように、夜勤・長時間労働の改善
を求めます。「１日の労働時間は８時間を超えな
い。超過勤務含めても１２時間を超えない」「勤務
間隔１２時間以上の確保」「常日勤労働者より短い
労働時間、週３２時間」など抜本的な改善を求める
ものです。

結果

医 療 労 働 臨 時 増 １１刊



性格別 施設数 職場数 看護職員総数 看護要員総数

全医労 ９６ ７３４ ２０，３６９ ２２，３２２
全厚労 ９５ ６０２ １７，０８２ １９，３６５
全日赤 ２２ ２６９ １０，２６７ １１，１０７
健保労組 １３ ７５ ２，３５６ ２，４６８
全労災 ２５ ２３０ ７，７３１ ８，１７０
国共病組 ５ ３９ ８７７ ９３３
公共労 ２ １４ ３７７ ３９６
公的病院 １０ ７８ ３，３２２ ３，６００
自治体 ４０ ３４１ １２，６０２ １３，８１４
大 学 ８ １４２ ６，４３１ ６，８６６
民医連・医療生協 ５９ ２５５ ７，２０１ ８，９４１
地場一般病院 ２３ １６２ ３，０３５ ３，６７０
地場精神病院 １３ ７１ １，３４９ １，８７３
福祉施設 ３９ ６５ ２，４３９ ３，６８１

合 計 ４５０ ３，０７７ ９５，４３８ １０７，２０６

職場数

病 棟 ２，８５８
外 来 １５８
手術室 ４４
透 析 １７
合 計 ３，０７７

２０１１年度 夜勤実態調査

実施資料

Ⅰ 実施施設

病院性格別調査施設数

調査職場

実施資料■Ⅰ■実施施設
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全 体 全国組合を除く

都道府県 施設数 職場数
看護職員
総数

看護要員
総数

施設数 職場数
看護職員
総数

看護要員
総数

北海道 ３０ １９０ ５，７６１ ６，４８１ ６ ３３ ８１０ ９６５
青森県 １４ ６１ １，５２９ １，８８０ １０ ３５ ９０３ １，１５４
秋田県 １０ ６９ ２，８３６ ３，０６０ ３ ２１ ７００ ７４２
岩手県 １８ １１８ ４，１０１ ４，５６０ １４ ９７ ３，４３０ ３，８３５
山形県 １８ １２０ ３，７００ ４，４２２ １６ １１０ ３，４１０ ４，１００
宮城県 ５ ２７ ７９４ ９１３ ２ ５ １０８ １５０
福島県 ８ ４１ １，７３３ １，９３１ ２ ４ ７４６ ８５５
千葉県 ６ ４９ １，４１０ １，４９５ １ １ ３ １９
埼玉県 ６ ６１ ２，０５６ ２，２７０
群馬県 １ ６ １０８ １３２ １ ６ １０８ １３２
栃木県 ５ ３４ １，４３６ １，５８１ １ ４ １３４ ２００
茨城県 ７ ４９ １，５９４ １，６８９
山梨県 ５ ２３ ６０９ ７５０ ４ １６ ３９６ ４９９
長野県 ２３ １３４ ４，９３８ ６，２９６ ７ ２２ ６７７ １，０７１
新潟県 ３２ １５２ ４，２６７ ５，１４４ ５ ３４ ９５０ １，０６５
東京都 １１ １３７ ４，４３５ ４，８７３ ５ ７８ ２，７３８ ２，９５０
神奈川県 １８ １８４ ６，１３１ ６，６２９ １２ １２０ ３，９５６ ４，３４４
愛知県 ２２ １６３ ５，１４４ ５，４５１ １２ ７７ ２，４９４ ２，６６８
静岡県 １８ １３３ ２，１１５ ２，４８７ ６ ７２ ５７３ ７０５
岐阜県 ８ ４６ １，３２５ １，４９１
三重県 １５ ８０ １，７２７ １，９１４ １ ２ ６１ ８４
富山県 ５ ３９ １，１２７ １，３０９ １ ５ ９４ ２０６
石川県 ６ ４６ １，４２７ １，５４１ ２ １６ ５４７ ６１５
大阪府 ８ ７４ ２，３４８ ２，５８１ ３ １１ ５０９ ５９０
京都府 １１ ８７ ２，２２２ ２，４０３ ８ ３４ ３１８ ４１１
兵庫県 ７ ６４ １，８３５ ２，００７ ２ １５ ３８４ ４６４
奈良県 １ ２
和歌山 ７ ４７ １，４４９ １，５００ ４ ２３ ７９４ ８３７
福井県 ２ １０ １７３ １９５
滋賀県 ３ ９ ２１９ ２６３ １ ２ ９ ４２
岡山県 ８ ２８ ５６１ ７７８ ２ ８ １３９ ２２０
広島県 １７ １５５ ５，４１８ ５，８８０ ６ ６３ ２，４７７ ２，７５８
山口県 １２ ７５ ２，６８８ ２，９４６ ３ １９ ９０２ ９８８
鳥取県 ６ ３８ ９１１ １，０１１ ３ １３ ２５６ ３３２
島根県 ８ ５７ １，５８８ １，９６６ ６ ３１ ７８５ １，０６６
香川県 ５ ３０ ５７２ ６０８ １ ２ ３９ ５５
愛媛県 ７ ３４ ８９１ ９９７ ４ ８ １３２ １８７
徳島県 ７ ３８ １，１２１ １，２８３ ２ ６ １２９ １７７
高知県 ４ １６ ４５５ ５６０ ２ ９ １９５ ２８０
福岡県 １３ １１７ ５，７７２ ６，２５９ ７ ５９ ３，８６０ ４，１９５
佐賀県 ２ １２ ４４２ ４６２
長崎県 ４ ４１ １，２２５ １，２８９
熊本県 ８ ６０ １，７２３ １，８６１ １ １ ３３ ３７
大分県 ８ ５０ １，２３４ １，４１５ ２ ９ １５１ ２０８
宮崎県 ３ １４ ４８３ ５３８
鹿児島県 ３ ２３ ７３０ ８２５
沖縄県 ５ ３４ １，０７５ １，２８０ １ ５ ２１７ ２２７
合 計 ４５０ ３，０７７ ９５，４３８ １０７，２０６ １６９ １，０７６ ３４，１６７ ３９，４３３

都道府県別調査施設数

実施資料■Ⅰ■実施施設
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人 数 ６日内 ７日 ８日 ９日 １０日上 ６日内 ７日 ８日 ９日 １０日上 ８日内
１９９５年 ７，７２１ １０，３２９ ２１，９９５ １２，６４７ ５，７９２ １３．２ １７．７ ３７．６ ２１．６ ９．９ ６８．５
１９９６年 ５，１３２ ８，１７１ １７，８９４ ８，６６２ ３，６６１ １１．８ １８．８ ４１．１ １９．９ ８．４ ７１．７
１９９７年 ７，５５７ １０，３７３ ２０，０９５ ９，４４１ ３，９２０ １４．７ ２０．２ ３９．１ １８．４ ７．６ ７４．０
１９９８年 ７，４５６ ９，８８０ １８，４６２ ７，５１２ ２，９０８ １６．１ ２１．４ ３９．９ １６．３ ６．３ ７７．５
１９９９年 ９，７５７ １５，１９４ ２６，４５５ １０，４０８ ３，６６７ １４．９ ２３．２ ４０．４ １５．９ ５．６ ７８．５
２０００年 ９，３３９ １５，１２８ ２７，９３０ １０，２９３ ２，９５２ １４．２ ２３．０ ４２．５ １５．７ ４．５ ７９．８
２００１年 ６，５７６ １０，９６５ ２１，０５７ ８，２６２ ２，６８８ １３．３ ２２．１ ４２．５ １６．７ ５．４ ７７．９
２００２年 ６，５９９ １０，３２１ １９，５６７ ８，１００ ３，１０５ １３．８ ２１．６ ４１．０ １７．０ ６．５ ７６．５
２００３年 ５，６３７ １０，４７８ １６，５２２ ５，２３７ １，３７０ １４．４ ２６．７ ４２．１ １３．３ ３．５ ８３．２
２００４年 ５，１２１ ８，３３９ １６，００５ ６，５０６ ２，０６１ １３．５ ２１．９ ４２．１ １７．１ ５．４ ７７．５
２００５年 ４，９６８ ８，９６５ １６，８９３ ６，２７６ １，８１７ １２．８ ２３．０ ４３．４ １６．１ ４．７ ７９．２
２００６年 ５，８９１ ９，２０４ １４，７３５ ５，７７０ ２，４８５ １５．５ ２４．２ ３８．７ １５．２ ６．５ ７８．３
２００７年 ６，９１５ ９，５８４ １５，３２１ ５，９２９ ２，５１７ １７．２ ２３．８ ３８．０ １４．７ ６．３ ７９．０
２００８年 ７，９３４ １０，８７９ １８，３３２ ７，７０５ ３，１１０ １６．５ ２２．７ ３８．２ １６．１ ６．５ ７７．４
２００９年 ８，３１７ １０，７３８ １７，４６２ ７，６８３ ３，０９３ １７．６ ２２．７ ３６．９ １６．２ ６．５ ７７．２
２０１０年 ９，９２５ １０，５２９ １９，２７５ ９，０８４ ５，４７０ １８．３ １９．４ ３５．５ １６．７ １０．１ ７３．２
２０１１年 １０，２５０ １０，１０７ １８，３００ ８，９２７ ４，８００ １９．６ １９．３ ３４．９ １７．０ ９．２ ７３．８

Ⅱ‐１ 夜勤日数別の人数と割合（３交替病棟）

実施資料■Ⅱ■３交替病棟
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病棟数 ４日迄 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日上 合計
最多夜
勤日数

夜勤
専門

７対１ １，０８１ ２，６０３ ８１１ １，９１２ ４，６０４ ８，６２７ ４，８９８ １，８００ ５１８ １７１ １４３２６，０８７ ２０日 ９３人
１０対１ ６６９ ８４３ ３７６ １，０７７ ３，１３０ ５，６３４ ２，１７９ ６９３ １６０ ５８ ４２１４，１９２ １９日 １６人
１３対１ ５６ ４３ ２９ １２２ ２８７ ４６６ １１４ １６ １ １，０７８ １１日 ２人
１５対１ １０４ ２０８ ７８ ２３１ ５２７ ６２８ ２１７ ４７ ９ ２ １，９４７ １２日 ０人
その他 ２１０ ３４０ １９７ ４６３ ８２６ １，６０６ ７７９ ４０１ ２４１ １２４ １０７ ５，０８４ １８日 １５人
合計 ２，１２０ ４，０３７ １，４９１ ３，８０５ ９，３７４１６，９６１ ８，１８７ ２，９５７ ９２９ ３５５ ２９２４８，３８８

Ⅱ‐２ 夜勤日数別の人数と割合（３交替病棟） 入院基本料別

実施資料■Ⅱ■３交替病棟
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病棟数 ６日内 ７日 ８日 ９日 １０日上 ８日内
全医労 ５９５ ２０．２ ３３．１ ４０．０ ６．５ ０．３ ９３．２
全厚労 ３７８ １６．９ １９．３ ４１．４ １３．７ ８．８ ７７．５
全日赤 １８５ ３０．３ １０．０ ２６．８ ２０．７ １２．１ ６７．２
健保労組 ５０ ２１．５ １１．３ ３３．８ １９．５ １４．０ ６６．５
全労災 ２１３ １１．７ ８．２ ４０．３ ３１．３ ８．６ ６０．１
国共病組 ３３ １６．５ ２３．１ ４０．９ １３．６ ６．０ ８０．５
公共労 １０ １１．８ ５．３ ２６．４ ４１．９ １４．６ ４３．５
公的病院 ６４ １８．９ １９．７ ３９．４ １５．３ ６．７ ７８．０
自治体 ３０１ １５．７ １４．５ ３０．９ ２５．２ １３．７ ６１．１
大 学 １０９ １６．８ ２０．５ ３０．０ １７．５ １５．２ ６７．３
民医連・医療生協 １７６ ２５．０ １５．９ ３０．３ １９．１ ９．７ ７１．２
地場一般病院 １１９ ２０．３ １０．１ １９．２ ２０．７ ２９．６ ４９．６
地場精神病院 ６３ ３８．８ １７．７ ２３．３ １１．０ ９．３ ７９．８
福祉施設 １１ ４２．７ ２９．３ ２８．０ ０．０ ０．０ １００．０

合 計 ２，３０７ １９．６ １９．３ ３４．９ １７．０ ９．２ ７３．８

Ⅱ‐３ 夜勤日数別の人数と割合（３交替病棟）組合性格別

実施資料■Ⅱ■３交替病棟
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年 度 平 均
１９８５年 ８．７
１９８６年 ８．８
１９８７年
１９８８年 ８．７
１９８９年 ８．６３
１９９０年 ８．６１
１９９１年 ８．５２
１９９２年 ８．４２
１９９３年 ８．１４
１９９４年 ７．９９
１９９５年 ７．８９
１９９６年 ７．８６
１９９７年 ７．７３
１９９８年 ７．６３
１９９９年 ７．６３
２０００年 ７．６１
２００１年 ７．６８
２００２年 ７．７１
２００３年 ７．５３
２００４年 ７．６８
２００５年 ７．６６
２００６年 ７．６２
２００７年 ７．５３
２００８年 ７．５７
２００９年 ７．５４
２０１０年 ７．６２
２０１１年 ７．６３

組 合 病棟数 夜勤人数 平均回数
全医労 ５９５ １２，７９４ ７．１７
全厚労 ３７８ ８，２４０ ７．６９
全日赤 １８５ ４，４３６ ７．４１
健保労組 ５０ １，０７２ ７．７６
全労災 ２１３ ５，１８９ ８．０６
国共病組 ３３ ８１９ ７．５８
公共労 １０ ２４６ ８．２９
公的病院 ６４ １，５８６ ７．４７
自治体 ３０１ ７，１９１ ７．９３
大 学 １０９ ３，０３７ ７．８５
民医連・医療生協 １７６ ３，８８５ ７．５０
地場一般病院 １１９ ２，６４１ ８．３６
地場精神病院 ６３ １，１６６ ７．０５
福祉施設 １１ ８２ ６．６２

合 計 ２，３０７ ５２，３８４ ７．６３

Ⅱ‐４ 平均夜勤日数（３交替病棟）

組合性格別

実施資料■Ⅱ■３交替病棟

医 療 労 働 臨 時 増 １７刊



％ １人 ２人 ３人 ４人 ５人上 ３人以上
１９９５年 １．４ ５７．２ ３５．５ ４．８ １．１ ４１．４
１９９６年 ０．５ ５５．１ ３７．２ ５．９ １．４ ４４．４
１９９７年 １．２ ４７．４ ４３．５ ６．３ １．６ ５１．４
１９９８年 １．２ ４２．０ ４８．９ ６．１ １．８ ５６．８
１９９９年 １．１ ４７．９ ４３．０ ６．３ １．７ ５１．０
２０００年 ０．３ ４８．１ ４３．５ ６．３ １．８ ５１．５
２００１年 ０．９ ４７．４ ４３．８ ６．４ １．４ ５１．７
２００２年 ０．２ ４４．４ ４６．０ ６．６ ２．８ ５５．４
２００３年 ０．４ ４９．３ ４２．１ ５．８ ２．４ ５０．３
２００４年 ０．７ ４３．６ ４６．７ ５．８ ３．３ ５５．７
２００５年 ０．６ ４５．８ ４４．９ ５．８ ３．０ ５３．６
２００６年 ０．２ ３９．４ ５１．４ ６．３ ２．８ ６０．４
２００７年 ０．４ ３８．９ ４８．７ ８．７ ３．４ ６０．７
２００８年 １．２ ３１．５ ５１．４ １１．９ ４．１ ６７．３
２００９年 ０．７ ２９．３ ５３．９ １２．７ ３．４ ７０．０
２０１０年 ０．８ ２６．４ ５３．６ １４．８ ４．４ ７２．８
２０１１年 １．４ ２４．８ ５３．４ １４．５ ５．９ ７３．８

準夜人数 病棟数 割 合
１人 ３２ １．４
２人 ５５０ ２４．８
３人 １，１８６ ５３．４
４人 ３２１ １４．５
５人 ６５ ２．９
６人 ２６ １．２
７人 ８ ０．４
８人 ６ ０．３
９人 ６ ０．３

１０人以上 ２１ ０．９
合 計 ２，２２１ １００．０

Ⅱ‐５ 準夜勤の体制（３交替病棟）

準夜勤人数

実施資料■Ⅱ■３交替病棟

１８医 療 労 働 臨 時 増 刊



68.1

2011 年

％ １人 ２人 ３人 ４人 ５人上 ３人以上
１９９５年 １．５ ６３．５ ３１．０ ３．３ ０．８ ３５．０
１９９６年 ０．６ ６２．５ ３１．５ ４．２ １．２ ３６．９
１９９７年 １．４ ５４．８ ３７．９ ４．８ １．１ ４３．７
１９９８年 １．３ ５２．３ ４０．５ ４．６ １．３ ４６．３
１９９９年 １．２ ５６．０ ３６．８ ４．７ １．２ ４２．８
２０００年 ０．３ ５５．７ ３８．５ ４．０ １．４ ４３．９
２００１年 ０．９ ５６．４ ３７．５ ４．０ １．２ ４２．７
２００２年 ０．２ ５３．２ ３９．８ ４．５ ２．４ ４６．７
２００３年 ０．４ ５６．９ ３７．１ ３．９ １．７ ４２．７
２００４年 ０．６ ５２．５ ４１．０ ３．３ ２．６ ４６．９
２００５年 ０．６ ５４．１ ３９．６ ３．４ ２．３ ４５．３
２００６年 ０．２ ５０．４ ４２．８ ４．１ ２．５ ４９．３
２００７年 ０．４ ４８．３ ４３．９ ４．６ ２．８ ５１．３
２００８年 １．２ ４０．８ ４７．９ ７．１ ３．０ ５８．０
２００９年 ０．７ ３７．９ ５１．７ ６．７ ３．０ ６１．４
２０１０年 ０．８ ３１．３ ５５．４ ９．０ ３．６ ６７．９
２０１１年 １．７ ３０．３ ５４．１ ８．４ ５．５ ６８．１

深夜人数 病棟数 割 合
１人 ３７ １．７
２人 ６７３ ３０．３
３人 １，２０３ ５４．１
４人 １８７ ８．４
５人 ６７ ３．０
６人 １９ ０．９
７人 ５ ０．２
８人 ７ ０．３
９人 ６ ０．３

１０人以上 １９ ０．９
合 計 ２，２２３ １００．０

Ⅱ‐６ 深夜勤の体制（３交替病棟）

深夜勤人数

実施資料■Ⅱ■３交替病棟

医 療 労 働 臨 時 増 １９刊



年 度 看護職員 看護要員
１９８８年 １８．２ ２０．３
１９８９年 １８．８ １９．８
１９９０年 １９．１ ２１．２
１９９１年 １９．１ ２１．３
１９９２年 １９．６ ２１．９
１９９３年 ２０．５ ２２．８
１９９４年 ２２．７ ２５．２
１９９５年 ２１．６ ２３．９
１９９６年 ２２．６ ２４．７
１９９７年 ２３．３ ２５．５
１９９８年 ２３．２ ２５．３
１９９９年 ２２．９ ２５．２
２０００年 ２３．１ ２５．１
２００１年 ２２．８ ２５．１
２００２年 ２３．６ ２５．８
２００３年 ２３．４ ２５．８
２００４年 ２４．０ ２６．３
２００５年 ２３．７ ２６．０
２００６年 ２４．８ ２７．１
２００７年 ２６．３ ２８．７
２００８年 ２６．６ ２９．０
２００９年 ２７．５ ２９．７
２０１０年 ２９．５ ３２．５
２０１１年 ３０．１ ３３．９

正職員 臨・パ 派遣等 小計 病棟数 病床数
看護職員 ５９，０３４ ２，３７５ ３７ ６１，４４６ ２，３０７ １０２，１０２
介護者 １，５１４ ５３２ ７９ ２，１２５
補助者 １，６５８ ３，３４８ ６９６ ５，７０２

看護要員 ６９，２７３

介護者・補助者に占める雇用形態別の割合

介護者の割合 ３．０７％
補助者の割合 ８．２３％
看護職員の臨時・パート ３．８７％
看護職員の派遣等 ０．０６％
介護師の臨時・パート ２５．０４％
介護師の派遣等 ３．７２％
補助者の臨時・パート ５８．７２％
補助者の派遣等 １２．２１％

５０床あたり看護職員 ３０．１
５０床あたり看護要員 ３３．９

Ⅱ‐７ 病棟５０床当り看護職員数・看護要員数（３交替病棟）

実施資料■Ⅱ■３交替病棟

２０医 療 労 働 臨 時 増 刊



11

12２０００年 ８．０
２００１年 ９．０
２００２年 ８．４
２００３年 ９．２
２００４年 ９．０
２００５年 ８．７
２００６年 ８．３
２００７年 ８．５
２００８年 ８．３
２００９年 ７．５
２０１０年 ９．２
２０１１年 １１．３

２０００年 ５．４
２００１年 ５．９
２００２年 ５．８
２００３年 ６．６
２００４年 ２．７
２００５年 ２．６
２００６年 ２．３
２００７年 ２．４
２００８年 ３．１
２００９年 ３．５
２０１０年 ３．５
２０１１年 ３．９

２０００年 ４０．５
２００１年 ４４．１
２００２年 ４２．２
２００３年 ４３．７
２００４年 ４３．８
２００５年 ４３．８
２００６年 ４７．８
２００７年 ４７．９
２００８年 ５１．０
２００９年 ５３．９
２０１０年 ５２．４
２０１１年 ５９．５

Ⅱ‐８ 看護要員に占める介護者・補助者の割合（３交替病棟）

Ⅱ‐９ 看護職員に占める臨時・パートの割合（３交替病棟）

Ⅱ‐１０ 介護者・補助者に占める臨時・パートの割合（３交替病棟）

実施資料■Ⅱ■３交替病棟

医 療 労 働 臨 時 増 ２１刊



平均
夜勤日数

看護要員
介護師

看護要員
補助者

看護師
臨時パート

看護師
派遣

介護師
臨時パート

介護師
派遣

補助者
臨時パート

補助者
派遣

全医労 ７．１７ ４．５％ ６．４％ １．２％ ０．０％ ２５．９％ １．５％ ７４．１％ ５．６％
全厚労 ７．６９ ２．２％ ８．１％ ５．６％ ０．０％ １９．４％ ４．０％ ５２．９％ １０．６％
全日赤 ７．４１ ０．５％ ８．０％ ２．３％ ０．１％ ３．２％ １９．４％ １１．５％ ２１．７％
健保労組 ７．７６ １．０％ ７．４％ ７．４％ ０．４％ ４６．７％ ６．７％ ３６．４％ １７．３％
全労災 ８．０６ ０．８％ ６．２％ １．７％ ０．０％ ５１．０％ ４９．０％ ６８．６％ ２８．５％
国共病組 ７．５８ ７．９％ ４．４％ ６３．９％ ３１．３％
公共労 ８．２９ ７．６％ ３．５％ ４７．６％ ５２．４％
公的病院 ７．４７ ３．６％ ７．１％ ２．８％ ５０．６％ ４４．５％ ３７．４％
自治体 ７．９３ ０．８％ ９．２％ ５．９％ ０．０％ ２５．７％ ２５．７％ ８６．６％ ８．０％
大 学 ７．８５ ８．３％ ０．７％ ０．５％ ４０．６％ ３７．３％
民医連・医療生協 ７．５０ ９．０％ ７．８％ １０．１％ ３０．０％ ０．６％ ７１．９％ ３．１％
地場一般病院 ８．３６ ３．５％ １２．２％ ３．４％ ２０．７％ ３．７％ ４１．０％ ３．０％
地場精神病院 ７．０５ ３．４％ ２５．４％ ６．９％ ５２．１％
福祉施設 ６．６２ ５１．２％ ７．８％ １１．６％ １３．０％ ６６．７％ ３．０％

合 計 ７．６３ ３．１％ ８．２％ ３．９％ ０．１％ ２５．０％ ３．７％ ５８．７％ １２．２％

病棟当り
ベッド数

５０床あたり
施設数 病棟数 看護職員 介護職員 補助者 看護要員

全医労 ９５ ５９５ ４３．３ ２８．２ １．４ ２．０ ３１．６
全厚労 ７２ ３７８ ４７．２ ２８．５ ０．７ ２．６ ３１．７
全日赤 １９ １８５ ３８．２ ３９．５ ０．２ ３．５ ４３．２
健保労組 １３ ５０ ４５．８ ２９．６ ０．３ ２．４ ３２．３
全労災 ２５ ２１３ ４５．５ ２９．６ ０．３ ２．０ ３１．８
国共病組 ５ ３３ ４５．３ ３２．６ ２．８ ３５．４
公共労 ２ １０ ４９．４ ２５．９ ２．１ ２８．０
公的病院 １０ ６４ ４５．５ ３３．３ １．４ ２．７ ３７．３
自治体 ３７ ３０１ ４４．５ ３１．４ ０．３ ３．２ ３４．９
大 学 ８ １０９ ４０．６ ３８．６ ３．５ ４２．０
民医連・医療生協 ４７ １７６ ４４．６ ２８．８ ３．１ ２．７ ３４．６
地場一般病院 １８ １１９ ４１．０ ３３．２ １．４ ４．８ ３９．４
地場精神病院 １２ ６３ ５８．４ １６．０ ０．８ ５．７ ２２．５
福祉施設 ７ １１ ３１．９ ２４．６ ３０．８ ４．７ ６０．１

合 計 ３７０ ２，３０７ ４４．３ ３０．１ １．０ ２．８ ３３．９

Ⅱ‐１１ 組合性格別基本データ（３交替病棟）

実施資料■Ⅱ■３交替病棟

２２医 療 労 働 臨 時 増 刊



人数 ３回以内３．５～４回４．５～５回 ５．５回上 計 ％ ３回以内３．５～４回４．５～５回 ５．５回上 ４回以内
２００４年 １，０２６ １，４０９ ６２８ １９９ ３，２６２ ２００４年 ３１．５ ４３．２ １９．３ ６．１ ７４．６
２００５年 １，０４４ １，４７３ ６２３ １９９ ３，３３９ ２００５年 ３１．３ ４４．１ １８．７ ６．０ ７５．４
２００６年 １，２６１ ２，１３８ ９０２ ２２７ ４，５２８ ２００６年 ２７．８ ４７．２ １９．９ ５．０ ７５．１
２００７年 １，４５３ ２，８６４ １，１１５ １９９ ５，６３１ ２００７年 ２５．８ ５０．９ １９．８ ３．５ ７６．７
２００８年 ２，７５３ ３，８０７ ２，１８７ ７５４ ９，５０１ ２００８年 ２９．０ ４０．１ ２３．０ ７．９ ６９．０
２００９年 ２，７７１ ４，３６１ ２，０９９ ６０５ ９，８３６ ２００９年 ２８．２ ４４．３ ２１．３ ６．２ ７２．５
２０１０年 ４，１３９ ６，２８４ ４，１０６ １，１３５ １５，６６４ ２０１０年 ２６．４ ４０．１ ２６．２ ７．２ ６６．５
２０１１年 ３，８２８ ５，６０３ ２，９７８ １，１６５ １３，５７４ ２０１１年 ２８．２ ４１．３ ２１．９ ８．６ ６９．５

Ⅲ‐１ 夜勤回数別の人数と割合（２交替病棟）

実施資料■Ⅲ■２交替病棟

医 療 労 働 臨 時 増 ２３刊



病棟数 ２回迄 ２．５回 ３回 ３．５回 ４回 ４．５回 ５回 ５．５回 ６回 ６．５
回上 合計 最多夜

勤回数
夜勤
専門

７対１ ３５６ ８７５ ９０ １，１３０ ４０４ ２，８２５ ５６６ １，２７２ １５０ ２６０ ２８９ ７，８６１１０．０回 ５０人
１０対１ １０６ １２３ ２１ １６８ １０６ ５６５ １１８ ２４４ ２３ ３１ ３７ １，４３６１０．０回 １６人
１３対１ １８ ２４ ２ ５１ ７ １３５ １８ １５ ２ １ ２５５ ６．０回 ３人
１５対１ ４８ ７７ １１ １７２ ５４ ３８４ ６２ １１４ １７ １３ １１ ９１５ ９．０回 ５人
その他 １３１ ２０３ ４８ ４３６ １１８ ６７９ １０６ ３２７ ７１ １４６ ７９ ２，２１３ ９．０回 ２４人
合計 ６５９ １，３０２ １７２ １，９５７ ６８９ ４，５８８ ８７０ １，９７２ ２６３ ４５１ ４１６１２，６８０

Ⅲ‐２ 夜勤日数別の人数と割合（２交替病棟） 入院基本料別

実施資料■Ⅲ■２交替病棟

２４医 療 労 働 臨 時 増 刊



病棟数 ３回以内 ３．５～４回 ４．５～５回 ５．５回上 ４回以内
全医労 １４７ ３１．６ ６１．８ ６．５ ０．１ ９３．４
全厚労 １８９ ２６．７ ３７．１ ２６．７ ９．５ ６３．７
全日赤 ８８ ２８．１ ３７．７ ２４．９ ９．３ ６５．７
健保労組 ３４ ２０．６ ３２．８ ４２．６ ４．１ ５３．３
国共病組 ５ ２３．８ ５４．３ ２１．９ ０．０ ７８．１
公的病院 １８ ３９．０ ３４．９ １８．３ ７．８ ７４．０
自治体 ２６ １８．９ ２５．７ ８．８ ４６．６ ４４．６
大 学 ２５ ２１．３ ２０．６ ３６．１ ２１．９ ４２．０
民医連・医療生協 ５９ ２５．２ ３５．０ ３２．３ ７．４ ６０．２
地場一般病院 ５８ ２５．３ ３０．４ ２６．７ １７．５ ５５．８
地場精神病院 １５ ２４．９ ５３．０ １３．８ ８．３ ７７．９
福祉施設 ５１ ３８．７ ４３．２ １５．８ ２．３ ８１．９

合 計 ７１５ ２８．２ ４１．３ ２１．９ ８．６ ６９．５

Ⅲ‐３ 夜勤日数別の人数と割合（２交替病棟） 組合性格別

実施資料■Ⅲ■２交替病棟

医 療 労 働 臨 時 増 ２５刊



１９９７年 ４．２７
１９９８年 ４．５１
１９９９年 ４．２６
２０００年 ３．９５
２００１年 ３．９２
２００２年 ３．９７
２００３年 ３．７８
２００４年 ３．８１
２００５年 ３．８０
２００６年 ３．８７
２００７年 ３．８６
２００８年 ３．９１
２００９年 ３．８９
２０１０年 ４．１９
２０１１年 ４．０３

組 合 病棟数 夜勤人数 平均回数
全医労 １４７ ２，９０３ ３．６０
全厚労 １８９ ３，３６５ ４．００
全日赤 ８８ ２，３０５ ３．９８
健保労組 ３４ ５４０ ４．０８
国共病組 ５ １０５ ３．８３
公的病院 １８ ４３８ ３．７４
自治体 ２６ ３５４ ４．９１
大学 ２５ ７１２ ４．４１
民医連・医療生協 ５９ ９７１ ４．０３
地場一般病院 ５８ ８０５ ４．２１
地場精神病院 １５ １８１ ３．９５
福祉施設 ５１ ８９５ ３．６３

合 計 ７１５ １３，５７４ ４．０３

Ⅲ‐４ 平均夜勤回数（２交替病棟）

組合性格別

実施資料■Ⅲ■２交替病棟

２６医 療 労 働 臨 時 増 刊



％ １人 ２人 ３人 ４人 ５人上 ３人以上
２００３年 ５．０ ６０．９ ２４．８ ６．２ ３．１ ３４．２
２００５年 ３．１ ６３．２ ２４．５ ６．１ ３．１ ３３．７
２００６年 ２．３ ５０．５ ４０．２ ５．１ １．９ ４７．２
２００７年 ２．９ ４１．６ ４２．８ ８．２ ４．５ ５５．６
２００８年 ２．１ ４１．５ ４０．０ ７．５ ９．０ ５６．４
２００９年 ７．５ ３４．３ ４３．２ １２．６ ２．４ ５８．２
２０１０年 ４．６ ２６．６ ４７．３ １６．２ ５．３ ６８．８
２０１１年 ７．６ ２５．０ ４８．９ ９．２ ９．２ ６７．４

夜勤人数 病棟数 割 合
１人 １４ ７．６
２人 ４６ ２５．０
３人 ９０ ４８．９
４人 １７ ９．２
５人 １０ ５．４
６人 ５ ２．７
７人 １ ０．５
９人 １ ０．５
合 計 １８４ １００．０

Ⅲ‐５ 夜勤の体制（２交替病棟）

夜勤人数

実施資料■Ⅲ■２交替病棟

医 療 労 働 臨 時 増 ２７刊



年 度 看護職員 看護要員
１９９７年 １７．１ ２１．５
１９９８年 １８．３ ２３．７
１９９９年 １７．９ ２３．２
２０００年 １８．１ ２３．１
２００１年 １９．３ ２４．２
２００２年 １８．４ ２４．１
２００３年 １８．９ ２５．０
２００４年 １８．５ ２５．４
２００５年 １８．３ ２５．２
２００６年 ２１．０ ２６．５
２００７年 ２４．６ ２８．５
２００８年 ２４．４ ２８．５
２００９年 ２５．３ ２９．１
２０１０年 ２６．５ ３１．７
２０１１年 ２７．５ ３２．９

正職員 臨・パ 派遣等 小計 病棟数 病床数
看護職員 １６，４０１ ８７６ ４１ １７，３１８ ７１５ ３１，４６１
介護者 １，３４１ ２８６ ２８ １，６５５
補助者 ７５２ ７６４ ２２５ １，７４１

看護要員 ２０，７１４

介護者の割合 ７．９９％
補助者の割合 ８．４０％
看護職員の臨時・パート ５．０６％
看護職員の派遣等 ０．２４％
介護師の臨時・パート １７．２８％
介護師の派遣等 １．６９％
補助者の臨時・パート ４３．８８％
補助者の派遣等 １２．９２％

５０床あたり看護職員 ２７．５
５０床あたり看護要員 ３２．９

Ⅲ‐６ 病棟５０床当り看護職員数・看護要員数（２交替病棟）

介護者・補助者に占める雇用形態別の割合

実施資料■Ⅲ■２交替病棟

２８医 療 労 働 臨 時 増 刊



１９９９年 ２２．５
２０００年 ２１．７
２００１年 ２０．４
２００２年 ２３．７
２００３年 ２４．５
２００４年 ２７．１
２００５年 ２７．１
２００６年 ２０．９
２００７年 １３．８
２００８年 １４．４
２００９年 １３．３
２０１０年 １６．６
２０１１年 １６．４

２０００年 ５．９
２００１年 ６．１
２００２年 ５．８
２００３年 ４．５
２００４年 ３．７
２００５年 ３．４
２００６年 ３．６
２００７年 ２．５
２００８年 ２．９
２００９年 ４．１
２０１０年 ５．０
２０１１年 ５．３

２０００年 ２１．１
２００１年 ２５．３
２００２年 ２６．２
２００３年 ２６．５
２００４年 ２０．１
２００５年 ２０．３
２００６年 ２８．６
２００７年 ３４．４
２００８年 ３２．６
２００９年 ３６．９
２０１０年 ３８．１
２０１１年 ３８．４

Ⅲ‐７ 看護要員に占める介護者・補助者の割合（２交替病棟）

Ⅲ‐８ 看護職員に占める臨時・パートの割合（２交替病棟）

Ⅲ‐９ 介護者・補助者に占める臨時・パートの割合（２交替病棟）

実施資料■Ⅲ■２交替病棟

医 療 労 働 臨 時 増 ２９刊



平均
夜勤日数

看護要員
介護師

看護要員
補助者

看護師
臨時パート

看護師
派遣

介護師
臨時パート

介護師
派遣

補助者
臨時パート

補助者
派遣

全医労 ３．６０ ２．１％ ５．７％ １．４％ ０．０％ ８．４％ １０．８％ ７６．６％ ６．１％
全厚労 ４．００ ６．１％ １０．４％ ７．８％ ０．４％ １５．２％ １．５％ ４７．８％ ８．４％
全日赤 ３．９８ １．６％ ７．５％ １．５％ ０．１％ ８．７％ １５．２％ １３．２％ ３６．４％
健保労組 ４．０８ １．０％ ８．４％ ６．３％ １．３％ ９．１％ ２３．３％ ３４．４％
国共病組 ３．８３ ７．８％ ９．４％ ０．９％ １００．０％ １００．０％
公的病院 ３．７４ ２．１％ ５．２％ ４．４％ ０．４％ ２５．０％ ３０．０％ ５６．７％
自治体 ４．９１ ０．２％ ５．７％ ８．９％ １００．０％ ６５．２％ ６．５％
大 学 ４．４１ ８．２％ ０．８％ ５３．０％ １．５％
民医連・医療生協 ４．０３ １３．９％ ６．１％ １０．５％ ０．５％ ２２．６％ ０．９％ ５４．３％ １３．８％
地場一般病院 ４．２１ ６．０％ １２．３％ ３．９％ ２．０％ ２．９％ ８．６％ ０．５％
地場精神病院 ３．９５ ２．５％ ２８．８％ ９．１％ ５９．８％ ６．５％
福祉施設 ３．６３ ６７．５％ ５．６％ １７．３％ １９．０％ ０．２％ ７１．０％ １４．５％

合 計 ４．０３ ８．０％ ８．４％ ５．１％ ０．２％ １７．３％ １．７％ ４３．９％ １２．９％

施設数 病棟数 ベッド数 看護職員 介護職員 補助者 看護要員
全医労 ４４ １４７ ４３．９ ２８．８ ０．６ １．８ ３１．２
全厚労 ５０ １８９ ４４．４ ２７．８ ２．０ ３．５ ３３．３
全日赤 １９ ８８ ４３．９ ３４．４ ０．６ ２．８ ３７．９
健保労組 ６ ３４ ４８．４ ２９．４ ０．３ ２．７ ３２．５
国共病組 ４ ５ ３７．４ ２８．３ ２．７ ３．２ ３４．２
公的病院 ５ １８ ４２．３ ３５．４ ０．８ ２．０ ３８．２
自治体 １２ ２６ ４１．３ ３５．２ ０．１ ２．１ ３７．４
大 学 ２ ２５ ３９．５ ３７．４ ３．３ ４０．７
民医連・医療生協 ２７ ５９ ４０．１ ２５．８ ４．５ ２．０ ３２．３
地場一般病院 １２ ５８ ４１．５ ２８．９ ２．１ ４．４ ３５．４
地場精神病院 ３ １５ ５４．５ １３．４ ０．５ ５．６ １９．６
福祉施設 ３２ ５１ ４９．１ ６．６ １６．５ １．４ ２４．５

合 計 ２１６ ７１５ ４４．０ ２７．５ ２．６ ２．８ ３２．９

看護職員
看護要員

夜勤専門
看護師性 格 病棟数 ベッド数 正職員 臨時・パート 派遣等 看護師計

�３交替 １，９８６ ８７，４７４ ５０，５４３ １，９１８ ２８ ５２，４８９ ５９，０６３ ０．１８％
�変則３交替 １５０ ６，８８８ ３，７９３ １７３ ３ ３，９６９ ４，６２５ ０．１５％
�混合（３交替・２交替） １７１ ７，７４０ ４，６９８ ２８４ ６ ４，９８８ ５，５８５ ０．５２％
�２交替（拘束１６時間未満） ２０１ ８，６２２ ４，６８７ ９０ ２０ ４，７９７ ５，４７３ ０．７５％
�２交替（拘束１６時間以上） ３３９ １５，００８ ６，９４２ ４９０ １２ ７，４４４ ９，５４５ ０．５０％
�当直と２交替 ５ １４３ ９２ １２ ３ １０７ １３５ ２．８０％
�当直 ６ １０４ １０ ６ １６ １０６

合 計 ２，８５８ １２５，９７９ ７０，７６５ ２，９７３ ７２ ７３，８１０ ８４，５３２ ０．２７％

Ⅲ‐１０ 組合性格別基本データ（２交替病棟）

Ⅲ‐１１ 夜勤専門看護職員（看護職員に対する割合）

実施資料■Ⅲ■２交替病棟

３０医 療 労 働 臨 時 増 刊



2交替病棟の経年推移

2011年 76.3％ 23.7％

37.2％ 62.8％

３交替 ２交替
１９９９年 ９３．５％ ６．５％
２０００年 ９２．３％ ７．７％
２００１年 ９２．６％ ７．４％
２００２年 ９１．５％ ８．５％
２００３年 ９１．７％ ８．３％
２００４年 ９１．５％ ８．５％
２００５年 ９１．７％ ８．３％
２００６年 ８８．７％ １１．３％
２００７年 ８７．５％ １２．５％
２００８年 ８３．３％ １６．７％
２００９年 ８２．４％ １７．６％
２０１０年 ７４．５％ ２５．５％
２０１１年 ７６．３％ ２３．７％

１６時間未満１６時間以上
病棟数 ２０１ ３３９
割 合 ３７．２％ ６２．８％

病棟 病床 看護職員
１９９９年 ６．５％ ６．７％ ５．３％
２０００年 ７．７％ ７．８％ ６．２％
２００１年 ７．４％ ７．３％ ６．２％
２００２年 ８．５％ ８．６％ ６．８％
２００３年 ８．３％ ８．２％ ６．７％
２００４年 ８．５％ ８．６％ ６．８％
２００５年 ８．３％ ８．５％ ６．７％
２００６年 １１．３％ １１．１％ ９．５％
２００７年 １２．５％ １２．２％ １１．５％
２００８年 １６．７％ １６．３％ １５．１％
２００９年 １７．６％ １７．３％ １６．１％
２０１０年 ２５．５％ ２３．３％ ２１．４％
２０１１年 ２３．７％ ２３．６％ ２２．０％

Ⅳ‐１ 3交替病棟と2交替病棟の割合

２交替制の割合

２交替看護職員の経年推移

実施資料■�■３交替病棟と２交替病棟の比較

医 療 労 働 臨 時 増 ３１刊



看護職員 ３交替 ２交替
１９９７年 ２３．３ １７．１
１９９８年 ２３．２ １８．３
１９９９年 ２２．９ １７．９
２０００年 ２３．１ １８．１
２００１年 ２２．８ １９．３
２００２年 ２３．６ １８．４
２００３年 ２３．４ １８．９
２００４年 ２４．０ １８．５
２００５年 ２３．７ １８．３
２００６年 ２４．８ ２１．０
２００７年 ２６．３ ２４．６
２００８年 ２６．６ ２４．４
２００９年 ２７．５ ２５．３
２０１０年 ２９．５ ２６．５
２０１１年 ３０．１ ２７．５

看護要員 ３交替 ２交替
１９９７年 ２５．５ ２１．５
１９９８年 ２５．３ ２３．７
１９９９年 ２５．２ ２３．２
２０００年 ２５．１ ２３．１
２００１年 ２５．１ ２４．２
２００２年 ２５．８ ２４．１
２００３年 ２５．８ ２５．０
２００４年 ２６．３ ２５．４
２００５年 ２６．０ ２５．２
２００６年 ２７．１ ２６．５
２００７年 ２８．７ ２８．５
２００８年 ２９．０ ２８．５
２００９年 ２９．７ ２９．１
２０１０年 ３２．５ ３１．７
２０１１年 ３３．９ ３２．９

Ⅳ‐２ 病棟５０床当りの職員数（3交替病棟と2交替病棟の比較）

実施資料■�■３交替病棟と２交替病棟の比較

３２医 療 労 働 臨 時 増 刊



３交替 ２交替 合計 ３交替 ２交替
全医労 ５９５ １４７ ７４２ ８０．２％ １９．８％
全厚労 ３７８ １８９ ５６７ ６６．７％ ３３．３％
全日赤 １８５ ８８ ２７３ ６７．８％ ３２．２％
健保労組 ５０ ３４ ８４ ５９．５％ ４０．５％
全労災 ２１３ ０ ２１３ １００．０％ ０．０％
国共病組 ３３ ５ ３８ ８６．８％ １３．２％
公共労 １０ ０ １０ １００．０％ ０．０％
公的病院 ６４ １８ ８２ ７８．０％ ２２．０％
自治体 ３０１ ２６ ３２７ ９２．０％ ８．０％
大 学 １０９ ２５ １３４ ８１．３％ １８．７％
民医連・医療生協 １７６ ５９ ２３５ ７４．９％ ２５．１％
地場一般病院 １１９ ５８ １７７ ６７．２％ ３２．８％
地場精神病院 ６３ １５ ７８ ８０．８％ １９．２％
福祉施設 １１ ５１ ６２ １７．７％ ８２．３％

合 計 ２，３０７ ７１５ ３，０２２ ７６．３％ ２３．７％

Ⅳ‐３ 3交替病棟と2交替病棟の割合 組合性格別

病棟数

実施資料■�■３交替病棟と２交替病棟の比較

医 療 労 働 臨 時 増 ３３刊



病床数 ３交替 ２交替 合計 ３交替 ２交替
１～９床 １００ １９ １１９ ８４．０％ １６．０％
１０～１９床 ６１ ３７ ９８ ６２．２％ ３７．８％
２０～２９床 ９０ ３８ １２８ ７０．３％ ２９．７％
３０～３９床 １６１ ４４ ２０５ ７８．５％ ２１．５％
４０～４９床 ７４９ ２４３ ９９２ ７５．５％ ２４．５％
５０～５９床 ８６０ ２４９ １，１０９ ７７．５％ ２２．５％
６０～６９床 ２０７ ５２ ２５９ ７９．９％ ２０．１％
７０床以上 ３０ １６ ４６ ６５．２％ ３４．８％

施設数
病棟数

３交替 ２交替 混合
３交替制のみの施設（夜勤の形態��） ２２６ １，３８９ ０ ０ ５２．３％
２交替制のみの施設（夜勤の形態��） ７０ ０ １８９ ０ １５．４％
混合施設（夜勤の形態�～�の混合） １４７ ７４６ ３５１ １７６ ３２．３％

合 計 ４４３ ２，１３５ ５４０ １７６

Ⅳ‐４ 3交替病棟と2交替病棟の割合 病床数による比較

病棟数

3交替‐2交替 病床数分類

Ⅳ‐５ 3交替病棟と2交替病棟の施設

実施資料■�■３交替病棟と２交替病棟の比較

３４医 療 労 働 臨 時 増 刊



Ｄ÷Ａ Ｇ÷Ａ Ｊ÷Ａ
（Ｂ＋Ｃ）
÷Ｄ

（Ｅ＋Ｆ）
÷Ｇ

（Ｈ＋Ｉ）
÷Ｊ

Ｋ÷Ｄ Ｌ÷Ｇ Ｍ÷Ｊ
夜勤形態

�３交替 ８４．７％ ６．９％ ８．４％ ２０．７％ ３６．８％ ５３．３％ ４８．７％ ６．６％ １．１％
�変則３交替 ８６．３％ ９．７％ ４．０％ ３９．３％ ９５．５％１００．０％ ５．６％ ４．５％
�混合（３交替・２交替） ９０．９％ ９．１％ ４０．９％ ８７．５％ ３２．７％
�２交替（拘束１６時間未満） ８８．４％ １１．６％ ３８．３％ ８１．３％ １１．８％
�２交替（拘束１６時間以上） ８９．６％ ０．６％ ９．８％ ３６．４％ １００．０％ ８８．０％ ３４．１％
�当直・２交替 ８６．４％ ２．４％ １１．２％ ４２．０％ ８１．８％ ７８．８％ ８．０％
�当直 ８９．３％ ３．１％ ７．６％ ３８．６％ ７１．２％ ８２．６％ ８．４％
合計 ８８．１％ ２．７％ ９．２％ ３５．５％ ６１．１％ ７８．８％ ２１．２％ ３．４％ ０．２％

日数 人数 割合
６日内 ２９１ ５４．９％
７日 ３８ ７．２％
８日 １０９ ２０．６％
９日 ５９ １１．１％
１０日上 ３３ ６．２％
８日内 ４３８ ８２．６％
合計 ５３０ １００．０％

日数 人数 割合
６日内 ７９ ９５．２％
７日
８日 １ １．２％
９日
１０日上 ３ ３．６％
８日内 ８０ ９６．４％
合計 ８３ １００．０％

日数 人数 割合 回数 人数 割合
６日内 １８ ６４．３％ ３回以内 ４４ ９１．７％
７日 ２ ７．１％ ３．５～４回 ４ ８．３％
８日 ５ １７．９％ ４．５～５回
９日 ３ １０．７％ ５．５回上
１０日上 ４回以内 ４８ １００．０％
８日内 ２５ ８９．３％ 合計 ４８ １００．０％
合計 ２８ １００．０％

回数 人数 割合
３回以内 ３６７ ８１．６％
３．５～４回 ４１ ９．１％
４．５～５回 ２３ ５．１％
５．５回上 １９ ４．２％
４回以内 ４０８ ９０．７％
合計 ４５０ １００．０％

日数 人数 割合
３回以内 ３７８ ７７．０％
３．５～４回 ７５ １５．３％
４．５～５回 ２５ ５．１％
５．５回上 １３ ２．６％
４回以内 ４５３ ９２．３％
合計 ４９１ １００．０％

回数 人数 割合
３回以内 １３７ ７７．０％
３．５～４回 ４０ ２２．５％
４．５～５回 １ ０．６％
５．５回上
４回以内 １７７ ９９．４％
合計 １７８ １００．０％

Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ
介護職員 補助者など 夜勤

看護
夜勤
介護

夜勤
補助者夜勤形態 正職員 臨・パ 派遣等 合計 正職員 臨・パ 派遣等 合計

�３交替 ４８ ２８ ７６ ４３ ４２ ７ ９２ ４５２ ５ １
�変則３交替 １ ２ １９ ２２ ９ ９ １１ １
�混合（３交替・２交替） ２ １４ １６ ５２
�２交替（拘束１６時間未満） ２９ １１７ ９ １５５ １４０
�２交替（拘束１６時間以上） ７ ７ １４ ５４ ４９ １１７ ３６６
�当直・２交替 ２ ９ １１ １１ ４１ ５２ ３２
�当直 １７ ４２ ５９ ２５ ８５ ３４ １４４ １４１
合計 ６８ ８８ １９ １７５ １２４ ３６２ ９９ ５８５ １，１９４ ６ １

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

看護要員 看護職員
夜勤形態 職場数 割合 正職員 臨・パ 派遣等 合計

�３交替 ２３１４．６％ １，０９６ ７３６ １９２ ９２８
�変則３交替 ４ ２．５％ ２２７ １１９ ７７ １９６
�混合（３交替・２交替） ５ ３．２％ １７５ ９４ ６５ １５９
�２交替（拘束１６時間未満） ３０１９．０％ １，３３８ ７３０ ４５１ ２ １，１８３
�２交替（拘束１６時間以上） ３３２０．９％ １，１９８ ６８３ ３８６ ５ １，０７４
�当直・２交替 ９ ５．７％ ４６３ ２３２ １４８ ２０ ４００
�当直 ５４３４．２％ １，８９０ １，０３５ ６４８ ４ １，６８７
合計 １５８１００．０％ ６，３８７ ３，６２９ １，９６７ ３１ ５，６２７

回数 人数 割合
３回以内 ５３２ ７４．４％
３．５～４回 １３９ １９．４％
４．５～５回 ２３ ３．２％
５．５回上 ２１ ２．９％
４回以内 ６７１ ９３．８％
合計 ７１５ １００．０％

Ⅴ‐１ 外来の夜勤形態

Ⅴ‐２ 外来夜勤日数別の人数と割合
�変則３交替 �混合（３交替・２交替など）�３交替

�２交替（拘束１６時間未満）�２交替（拘束１６時間以上） �当直・２交替 �当直

実施資料■Ⅴ■外来・その他

医 療 労 働 臨 時 増 ３５刊



職場数 夜勤人数 平均回数
�３交替 ２３ ５３０ ６．１８
�変則３交替 ４ ８３ ４．５２
�混合（３交替・２交替） ５ ７６ ３．６３
�２交替（拘束１６時間未満） ３０ ４５０ ２．６７
�２交替（拘束１６時間以上） ３３ ４９１ ２．７９
�当直・２交替 ９ １７８ ２．６４
�当直 ５４ ７１５ ２．８５

準夜勤務人数
１人 ２人 ３人 ４人 合計
４ ９ ７ ４ ２４

１６．７％ ３７．５％ ２９．２％ １６．７％

深夜勤務人数
１人 ２人 ３人 ４人 合計
５ １２ ５ １ １８

２７．８％ ６６．７％ ２７．８％ ５．６％

夜勤人数
１人 ２人 ３人 ４人 ６人以上 合計
２６ ２２ ４ ３ ６ ６１

４２．６％ ３６．１％ ６．６％ ４．９％ ９．８％

当直人数
１人 ２人 ３人 ４人 ６人以上 合計
１６ ２６ １ １ ３ ４７

３４．０％ ５５．３％ ２．１％ ２．１％ ６．４％

夜勤形態 職場数 割合
�３交替 ５ １１．４％
�変則３交替 ２ ４．５％
�混合（３交替・２交替） １ ２．３％
�２交替（拘束１６時間未満） ６ １３．６％
�２交替（拘束１６時間以上） ５ １１．４％
�当直・２交替 ６ １３．６％
�当直 １９ ４３．２％

合計 ４４ １００．０％

夜勤形態 職場数 割合
�３交替 １５ ８８．２％
�変則３交替 １ ５．９％
�混合（３交替・２交替） ０ ０．０％
�２交替（拘束１６時間未満） ０ ０．０％
�２交替（拘束１６時間以上） ０ ０．０％
�当直・２交替 ０ ０．０％
�当直 １ ５．９％

合計 １７ １００．０％

Ⅴ‐３ 外来平均夜勤日数

Ⅴ‐４ 外来夜勤の人数
３交替制準夜

３交替制深夜

２交替制夜勤

当直制

Ⅴ‐５ 手術室の夜勤形態

Ⅴ‐６ 透析室の夜勤形態

実施資料■Ⅴ■外来・その他
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一般病床 精神病床
７対１ １，２０６ ４
１０対１ ５８０ ２３
１３対１ ２８ ２４
１５対１ ２５ ８４
その他 ３３ ３３
無回答 ７３ １６

許可病床数 稼働病床数
９９床以下 ４０ ４６
１００～１９９ ７７ ７５
２００～２９９ ６８ ７２
３００～３９９ ８２ ６１
４００～４９９ ５８ ３９
５００～５９９ ２４ １５
６００～６９９ １９ １８
７００～７９９ １２ ６
８００～８９９ ２
９００床以上 ８ ８
全施設平均 ３２６ ２９９

平均
許可病床数

平均
稼働病床数

９９床
以下

１００～
１９９

２００～
２９９

３００～
３９９

４００～
４９９

５００～
５９９

６００～
６９９

７００～
７９９

８００床
以上施設数

全医労 ７４ ３５６ ３２９ １ １２ ２４ １４ １４ ６ ３
全厚労 ６０ ３３１ ２９９ ８ １０ １４ １４ ７ ３ ２ １ １
全日赤 １８ ４７０ ４８１ １ ２ ３ ３ １ ６ １ １
健保労組 １１ ２７３ ２５２ ６ ２ １ １ １
全労災 １５ ３８４ ４０３ １ １ ６ ３ １ ３
国共病組 ５ ２５５ ３３４ １ １ １ ２
公共労 １ ２５９ ２３９ １
公的病院 ９ ３５９ ３４９ １ ３ ２ ２ １
自治体 ３２ ３６３ ３４７ ２ ４ ８ ９ ３ １ ２ ３
大 学 ６ ６９３ ６９０ ２ １ ３
民医連・医療生協 ５６ １７７ １７２ １７ ２１ １１ ５ ２
地場一般病院 １６ ３０８ ２７７ ２ ６ ２ ３ １ １ １
地場精神病院 １０ ３４７ ３２５ １ ３ ３ ３
福祉施設 ２７ １６０ １５２ １５ ８ ２ ２

Ⅵ‐１ 許可病床数・稼働病床数（基礎項目）

組合別稼動病床数の割合

Ⅵ‐２ 入院基本料（基礎項目）

実施資料■Ⅵ■基礎項目
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有 無 無回答 有の割合
全医労 ３０ ４５ ２１ ３１．３％
全厚労 ５５ ５ ３５ ５７．９％
全日赤 １５ ６ １ ６８．２％
健保労組 ５ ７ １ ３８．５％
全労災 ２１ ４ ８４．０％
国共病組 ４ １ ８０．０％
公共労 ２ １００．０％
公的病院 ７ ２ １ ７０．０％
自治体 １３ ２０ ７ ３２．５％
大学 ７ １ ８７．５％
民医連・医療生協 ４４ １０ ５ ７４．６％
地場一般病院 ８ １４ １ ３４．８％
地場精神病院 ８ ５ ６１．５％
福祉施設 ２０ ６ １３ ５１．３％

割合 ６６．２％ ３３．８％

７対１ １０対１ １３対１ １５対１ その他 記載なし
全医労 １０ ８ ２５ １１ １０
全厚労 ２ ４ １０ ３ ２
全日赤 ２ １ ３
健保労組
全労災
国共病組 １
公共労 １
公的病院
自治体 ３ ５ ８ ３ １
大学 １ １ １ １
民医連・医療生協 ４ １
地場一般病院 １ ２
地場精神病院 ２ １ ３７ １７ ２
福祉施設

合 計 ４ ２３ ２４ ８４ ３３ １６
（記載なしを除く） ２．４％ １３．７％ １４．３％ ５０．０％ １９．６％ １６８

７対１ １０対１ １３対１ １５対１ その他 記載なし
全医労 １７４ １９３ １０ １０ １７ ３３
全厚労 ２４２ １３８ １２ ５ ２ ４
全日赤 １８１ ５ ４ ２
健保労組 ３６ ２１ ２
全労災 １０４ ４６ ２２
国共病組 ３１ １
公共労 １０ １
公的病院 ４２ ９
自治体 １３５ ９９ ３ １ ２ ４
大学 ９３ ６ ２
民医連・医療生協 ８５ ４９ ３ ５ ３
地場一般病院 ７３ １３ ３ ４ １ ３
地場精神病院 １
福祉施設

合 計 １，２０６ ５８０ ２８ ２５ ３３ ７３
（記載なしを除く） ６４．４％ ３１．０％ １．５％ １．３％ １．８％ １，８７２

一般病棟

精神病棟

Ⅵ‐３ 夜勤協定（基礎項目）
組合性格別夜勤協定の有無

実施資料■Ⅵ■基礎項目
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病院１００床当り人数 構成比
施設数 病床数 看護職員 介護職員 補助者 看護職員 介護職員 補助者 看護職員 介護職員 補助者

全医労 ９６ ２４，３３４ ２０，３６９ ８７５ １，０７８ ８３．７ ３．６ ４．４ ９１．３ ３．９ ４．８
全厚労 ９５ １７，９４６ １７，０８２ ８０３ １，４８０ ９５．２ ４．５ ８．２ ８８．２ ４．１ ７．６
全日赤 ２２ ８，６５９ １０，２６７ ７３ ７６７ １１８．６ ０．８ ８．９ ９２．４ ０．７ ６．９
健保労組 １３ ２，７６９ ２，３５６ １２ １００ ８５．１ ０．４ ３．６ ９５．５ ０．５ ４．１
全労災 ２５ ６，０４７ ７，７３１ ３９ ４００ １２７．８ ０．６ ６．６ ９４．６ ０．５ ４．９
国共病組 ５ ６３３ ６３２ １３ ２１ ９９．８ ２．１ ３．３ ９４．９ ２．０ ３．２
公共労 ２ ２３９ ３７７ １９ １５７．７ ７．９ ９５．２ ４．８
公的病院 １０ ３，１４０ ３，３２２ ４２ ２３６ １０５．８ １．３ ７．５ ９２．３ １．２ ６．６
自治体 ４０ １１，１０７ １２，６０２ ９６ １，１１６ １１３．５ ０．９ １０．０ ９１．２ ０．７ ８．１
大学 ８ ５，２３６ ６，４３１ ４３５ １２２．８ ８．３ ９３．７ ６．３
民医連・医療生協 ５９ ９，６５４ ７，２０１ １，０６８ ６７２ ７４．６ １１．１ ７．０ ８０．５ １１．９ ７．５
地場一般病院 ２３ ４，４３１ ３，０３５ １７５ ４６０ ６８．５ ３．９ １０．４ ８２．７ ４．８ １２．５
地場精神病院 １３ ３，２４６ １，３４９ ６７ ４５７ ４１．６ ２．１ １４．１ ７２．０ ３．６ ２４．４
福祉施設 ３９ ４，１１６ ２，４３９ ９８３ ２５９ ５９．３ ２３．９ ６．３ ６６．３ ２６．７ ７．０

４５０ １０１，５５７９５，１９３ ４，２４６ ７，５００ ９３．７ ４．２ ７．４ ８９．０ ４．０ ７．０

男性／職員総数
看護職員 介護職員 補助者 看護職員 介護職員 補助者

全医労 １，４１８ ２６６ ８４ ７．０ ３０．４ ７．８
全厚労 ７８１ １５９ ４４ ４．６ １９．８ ３．０
全日赤 ２０７ １８ ７ ２．０ ２４．７ ０．９
健保労組 ６３ １ ４ ２．７ ８．３ ４．０
全労災 ２２６ １ ５ ２．９ ２．６ １．３
国共病組 ２８ ４ １０ ４．４ ３０．８ ４７．６
公共労 １６ ４．２
公的病院 １１４ ３．４
自治体 ５０２ １４ ４．０ １．３
大学 ３０４ １１ ４．７ ２．５
民医連・医療生協 ３４５ ２６８ ４６ ４．８ ２５．１ ６．８
地場一般病院 ６８ １５ ２２ ２．２ ８．６ ４．８
地場精神病院 ３２０ １４ ７３ ２３．７ ２０．９ １６．０
福祉施設 １９３ ２３２ １１ ７．９ ２３．６ ４．２

４，５８５ ９７８ ３３１ ４．８ ２３．０ ４．４

Ⅵ‐４ 職員総数と病院１００床当り人数（基礎項目）

Ⅵ‐５ 職員総数の内の男性人数（基礎項目）

実施資料■Ⅵ■基礎項目
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看護職員 介護者 補助者 看護要員
総数 ９５，４３８ ４，２５６ ７，５１２ １０７，２０６
（内男性数） ４，５８５ ９７８ ３３１ ５，８９４
妊娠者数 １，３３２ ３７ １６ １，３８５
産休者数 １，０３４ １８ ８ １，０６０
育休者数 ２，７１０ ５４ １７ ２，７８１
育児短時間取得数 ９９４ １３ ６ １，０１３
介護休暇取得数 ３９ ４ ０ ４３
病欠者数 １，３２８ ２２ １２ ５６７

病
院
１
０
０

床
当
り
人
数

妊娠者数 １．４ ０．９ ０．２ ２．５
産休者数 １．１ ０．４ ０．１ １．６
育休者数 ２．８ １．３ ０．２ ４．３
育児短時間取得数 １．０ ０．３ ０．１ １．４
介護休暇取得数 ０．０ ０．１ ０．０ ０．１
病欠者数 １．４ ０．５ ０．２ ２．１

施設数 割合
有 １４５ ４２．６％
無 １９５ ５７．４％

施設数 割 合
～８時間 ２０７ ６３．１％
～１２時間 ５３ １６．２％
～１６時間 ６１ １８．６％
１６時間～ ７ ２．１％

Ⅵ‐６ 看護職員の休業者数・妊産婦数（基礎項目）

Ⅵ‐７ 最も短い勤務間隔（基礎項目）

Ⅵ‐８ 勤務間隔は１２時間以上あるか（基礎項目）

実施資料■Ⅵ■基礎項目
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夜勤実態調査表
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平成２２年６月に閣議決定された「新成長戦略」におい
て、医療・介護・健康関連産業は、「日本の成長牽引産
業」として位置づけられるとともに、質の高い医療・介
護サービスを安定的に提供できる体制を整備することと
されています。
しかしながら、保健師、助産師、看護師及び准看護師

（以下「看護師等」という。）については、夜勤を含む
交代制勤務等により、厳しい勤務環境に置かれている者
も多く、「新成長戦略」に掲げた戦略を実現するために
は、必要な人材の確保を図りながら、看護師等が健康で
安心して働ける環境を整備し、「雇用の質」を高めてい
くことが喫緊の課題です。
このため、厚生労働省では、平成２２年１１月に「看護師

等の『雇用の質』の向上に関する省内プロジェクトチー
ム」を設置し、看護師等の勤務環境や雇用管理の改善に
関する検討を行ってきたところですが、このほど、今後
の対応を含め、検討結果を取りまとめました。
下記の第２の１の基本的な考え方に示したとおり、看

護師等の勤務環境の改善を図り、看護業務が「就業先と
して選ばれ、健康で生きがいを持って能力を発揮し続け
られる職業」となることを進めるためには、医療行政と

労働行政が共通認識を持ち、関係者がそれぞれの立場で、
勤務環境の改善等に向けて可能なものから取り組んでい
く必要があります。厚生労働省としては、平成２３年度に
おいて、下記の第２の２に示した事項を中心に、関係団
体との密接な連携の下、医療関係者の間で既に進められ
ている主体的な取組の幅広い展開に向けた支援を行うと
ともに、従来から取り組んできた政策について、より効
果的な促進等に取り組むこととしております。
貴職におかれましても、看護師等の「雇用の質」の向

上に向けた取組について、御協力をお願いいたします。
なお、当該取組を進めていくに当たっては、医療行政

と労働行政が協働し、看護師等の「雇用の質」の向上に
向けた取組の推進体制を地域において構築することが必
要かつ有効であることから、貴都道府県における医療関
係部局と労働関係部局の十分な連携に御留意いただくと
ともに、都道府県労働局及び地域の関係団体等との連携
にも御配意いただき、地域における推進体制の構築に積
極的に参画していただくようお願い申し上げます。
また、本件については、別紙１のとおり都道府県労働

局に指示するとともに、別紙２のとおり関係団体に協力
を依頼しておりますので申し添えます。

医政発０６１７第１号
基発０６１７第１号
職発０６１７第１号

雇児発０６１７第３号
保発０６１７第１号

平成２３年６月１７日

各都道府県知事 殿

厚生労働省 医政局長
労働基準局長
職業安定局長

雇用均等・児童家庭局長
保険局長

看護師等の「雇用の質」の向上のための取組について

資 料 厚労省５局長通知

厚労省５局長通知
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記

第１ 看護師等の勤務環境等の現状・課題等（要点）

１ 就業状況

平成２１年において、看護師等の就業者数は、実人員
ベースで約１４３万４千人となっており、このうち病院
（病床数２０床以上の施設）で約８９万２千人、診療所（１
９床以下の施設）で約３０万４千人となっている。新規
資格取得者は約４万６千人となっており、離職者数は
約１２万５千人と推計される。
看護師等が挙げる退職理由（退職希望の理由を含

む。）の上位には、結婚・出産・育児など生活上の理
由や、超過勤務が多い・休暇がとれない・とりづらい
など業務の過重性に関する理由が含まれている。
また、看護師等の資格を有しながら就業していない

者（潜在看護師等）が多数に上るが、看護師等につい
ては、一旦就業を中断すると、医療技術の進歩に対す
る不安等から、再就業が円滑に進まない傾向があると
の指摘もなされていることから、潜在看護師等の再就
業の促進はもとより、現に就業している看護師等の定
着の促進及び離職の防止に一層重点を置いた対策を進
めることが課題であると言える。
特に、その多くが夜勤を含む交代制を伴う勤務を行

っている病院（病棟）勤務の看護師等については、３０
代以降でその割合が著しく低下している現状があるこ
とにかんがみ、病院での重点的な取組が求められる。

２ 労働時間等

看護師等の労働時間、休日、休暇等（以下「労働時
間等」という。）については、看護業務の特性により、
時間帯によって必要な人員が異なることに加え、多く
の場合に夜勤を含むローテーションによる交代制勤務
が避けられないこと等の事情がある。
交代制勤務においては、所定時間外労働の発生と相

まって、十分な勤務間隔（インターバル）の確保が難
しいことが指摘されており、また、二交代制勤務にお
いては、夜勤の勤務時間が長時間となっているとの調
査結果もある。
看護師等の勤務環境は、診療科、地域等により一様

ではないが、医療従事者は日々患者の生命に関わる仕
事に携わっていることから、交代制勤務等に伴う負担
をできる限り軽減することにより心身の健康を確保す
ることが求められる。これは、医療安全の確保の観点
からも重要である。
看護師等の労働時間等の管理については、各病院等

の事情を踏まえつつ、診療報酬の算定を含めた多岐に
わたる事項を考慮する必要があり、一般的な労働者の
労働時間等の管理に比べ、高度な労務管理が要請され
る。
しかしながら、従来、シフト表の作成を始めとする

日常の労働時間等の管理の在り方が十分に組織化・体
系化されておらず、各看護師長等の経験に依存してい
る場合もあるとの指摘がある。
こうした場合、まずは、病院等の内部において、労

務管理の視点の重要性について十分に認識を共有し、
労働時間等の管理体制を確立することにより、個々の
看護師等の労働時間等に関する適正な把握及び管理を
進める必要がある。その上で、労使双方が協力し、労
働時間等の設定の改善及びこれを通じた交代制勤務の
負担軽減に向けて、それぞれの現場の実態に即した取
組を主体的に進めることが必要である。
これに加え、健康に不安を感じている看護師等が多

いこと等にかんがみ、病院等において、メンタルヘル
ス対策を含めた看護師等の健康保持に向けた取組を推
進することも重要である。

３ 業務の効率性等

近年、医療の高度化や患者・家族の医療への主体的
な参画が進展する中で、病院内の各種委員会活動が頻
繁となるとともに、医療関係記録の作成も増加し続け
ている。
このため、病院等において、看護師等の業務を一層

効率化する観点から、業務の見直し等の取組等を支援
し、働きやすい職場環境を整備していく必要がある。

４ 多様な働き方

健康問題とともに育児等との両立の困難さが離職等
の大きな要因の一つとなっていること等を踏まえ、看
護師等の離職を防止するとともに、再就業を促進する
ため、ワーク・ライフ・バランスに配慮した多様な働
き方（短時間正規雇用、出退勤時間の柔軟化、夜勤を
伴わない就業区分の導入等）を可能とする環境を整備
することも重要である。
病院等において多様な働き方を導入しようとする場

合に、障害となる要因として、労務管理を担当する者
（看護師長等）に多元的な労務管理を行う上で前提と
なる知識が不足していること等が指摘されている。ま
た、一部の病院等で取り組まれている好事例が他の病
院等において必ずしも知られていないことなども、導
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入が進まない要因と考えられる。
このため、労務管理を担当する者に対し、各制度を

導入する際の課題とその解決策について、先行事例の
普及啓発等により、多様な働き方の導入を推進するた
めの環境整備を図っていく必要がある。
また、病院内保育所の運営や施設整備に対する補助、

短時間正規雇用等の多様な勤務形態導入の支援等、医
療現場のニーズに応じた支援施策の強化を図っていく
必要がある。

５ キャリア形成

病院等において、看護師等の資質・専門性の向上を
図るための研修の実施等、継続的なキャリア形成支援
を行うことは、看護業務を専門職として、より働きが
いのある魅力的な職業とすることはもとより、医療機
関等にとっても、量のみならず質も含めた人材の確保
に資するものと考えられる。

第２ 当面の対応

１ 基本的な考え方

高齢化の進展による医療需要の増大に対応し、持続
可能で質の高い医療提供体制を確保するため、看護師
等の勤務環境の改善等を図ることにより、看護業務が
「就業先として選ばれ、健康で生きがいを持って能力
を発揮し続けられる職業」となることが求められ、そ
れなくして、持続可能な医療提供体制や医療安全の確
保は望めない。
この点について、医療現場とともに、医療行政と労

働行政が共通認識を持ち、それを国民全体に広げてい
くことがまず重要である。その上で、関係者がそれぞ
れの立場で、整合的に看護師等の勤務環境の改善等に
向けて可能なものから取り組んでいく必要がある。
特に、その多くが夜勤を含む交代制を伴う勤務を行

っている病院勤務の看護師等については、重点的な取
組が求められる。
医療機関等においては、看護師等の確保に向けた勤

務環境の改善等について、既に様々な主体的な取組が
進められてきている。厚生労働行政としては、関係団
体との密接な連携の下、こうした医療界の取組の幅広
い展開や効果的な促進等に取り組む。
具体的な取組としては、“魅力ある職業”のための

「職場づくり」、「人づくり」、「ネットワークづく
り」を推進することとする。
まず、「職場づくり」として、勤務環境の改善を図

るため、�労働時間等の改善、�看護業務の効率化、

�多様な働き方が可能な環境の整備、の３つの視点が
重要である。
すなわち、夜勤や交代制勤務は、看護師等の職業の

特性から生ずる避けがたい要素であるが、医療現場の
実情に即した段階的・漸進的なアプローチを基本と
し、業務の効率化等を進めつつ、負担を少なくする工
夫を行うなどの改善を図り（下記２（１）�・�）、
少子化により労働力の供給制約が強まる中、看護師等
が、子育て期や高齢期を含めできる限り就業を中断す
ることなく活躍できるようにする（下記２（１）�）
必要がある。
次に、「人づくり」として、質と量の両面で人材確

保を図る観点から、看護師等が医療の高度化に対応す
るとともに、将来のキャリアの展望を持ち、希望を持
って働き続けられるようにするため、体系的な教育体
制や、能力に応じた処遇システムの整備等を図る（下
記２（２）�）必要がある。また、人材の採用に苦慮
している医療機関等も多く見られ、それが勤務環境の
改善が進まない大きな原因ともなっていることから、
人材採用の円滑化等、就業の促進（下記２（２）�）
が必要である。
最後に、「ネットワークづくり」として、取組の推

進体制を整備するため、医療行政、労働行政及び関係
者の協働を地域レベルも含めて深化させることが求め
られている。
以上の基本的な考え方に従い、以下のとおり、共同

の取組を、平成２３年度から速やかに開始し、フォロー
アップを行いながら、２４年度以降も継続実施する。
なお、特に平成２３年度については、被災地支援への

優先的かつ緊急的な取組の必要性を十分念頭に置き、
可能なところから着実な推進を図っていくものとす
る。

２ 平成２３年度の取組

（１）勤務環境の改善（職場づくり）

� 労働時間等の改善

イ 医療機関等における取組

医療機関等で労務管理を行う責任者の立場にあ
る者（医療機関等の実情に応じ、院長、事務長、
看護部長、看護師長等）を「労働時間管理者」と
して明確化した上で、労働時間の適正な管理はも
とより、現場の実情に応じた労働時間等の設定改
善策の検討、推進等を図る。
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※ 労働時間等の設定改善とは、労働時間、休日
数、年次有給休暇を与える時季その他の労働時
間等に関する事項について、労働者の健康と生
活に配慮するとともに、多様な働き方に対応し
たものへ改善することをいう。看護師等に関す
る具体的な改善策としては、交代制の運用面の
工夫、所定時間外労働の削減等が考えられる。

このような取組を行うことにより、「複数を主
として月八回以内の夜勤体制」を基本としつつ、
十分な勤務間隔（インターバル）の確保を含め、
より負担の少ない交代制に向けた取組を着実に進
めることが望まれる。
このため、例えば、管理的立場にある医師や看

護師等に対する教育研修等の機会において、労務
管理や労働関係法令等に関する内容の充実を図る
ことなどにより、労働時間等の設定改善への積極
的な取組を促すことが適当である。
さらに、医療機関等においては、労働時間等の

設定改善に加え、メンタルヘルス不調の予防等の
観点を含む健康確保も重要であり、病院で健康管
理を担う産業医に対する研修会等の取組の充実も
望まれる。

ロ 行政における取組

行政としては、医療現場の労使の主体的な取組
を促進する観点から、労働基準法令の遵守等に関
する研修会の開催及び労働時間設定改善コンサル
タントによる支援等を実施する。
なお、これらの取組は、労働時間等労働条件の

確保に関する従来の主な手法である法違反に対す
る監督指導とは異なり、労働者の健康と生活への
配慮や、多様な働き方への対応に資する改善を側
面から援助する手法であるが、医療機関等の業務
の特性を踏まえ、現場の実情に即した労務管理に
ついて支援を行う必要があることから、関係職員
等は、業務を適切に遂行するための研鑽に努める
こととし、厚生労働本省は、都道府県労働局に対
し必要な援助を行うものとする。

（イ） 労働基準法令の遵守等に関する研修会の

開催

都道府県労働局労働基準部は、職業安定部及び
雇用均等室並びに都道府県（保健福祉担当部局等）
と連携し、関係団体等の協力も得ながら、以下に
より研修会を開催する。

（ｉ） 実施時期・地域

平成２３年度後半に各都道府県において実施す
る。（被災地への緊急的対応の必要性に照らし、
実施が困難な県を除く。）
（ i i） 対象者

医療機関等において労務管理を担う責任者
（院長、事務長、看護部長、看護師長等）
（iii） 研修の内容

研修は、以下を参考にしつつ、各地域の実情
を踏まえた内容とする。

・「労働時間管理者」の明確化と現場の実情に応
じた取組の奨励

・より負担の少ない交代制勤務についての好事例
・仕事と家庭の両立支援に関する制度、短時間正
規雇用の導入に係る支援、多様な働き方の導入
についての好事例等

・労働基準関係法令等の内容
・メンタルヘルス対策の推進
・ハローワークの活用、看護師等を確保するため
の効果的な求人の方法等

（ロ） 労働時間設定改善コンサルタントによ

る支援

都道府県労働局に配置されている労働時間設
定改善コンサルタントを活用し、以下により個
別の医療機関等への訪問等を実施する。

（ｉ）実施時期・地域

平成２３年度においては、東京・大阪・愛知の
各労働局において、先行的に実施する。
（ i i）訪問等の実施

労働時間設定改善コンサルタントが、医療機
関等を訪問し、看護師等の労働時間等の設定改
善に向けた課題や好事例等についてヒアリング
による現状把握を行う。
これを踏まえつつ、医療現場の実情に即した

労働時間面の改善に係る知見の収集・分析を行
った上で、各医療機関等の状況に応じた対応策
を助言するなどの支援を行う。

（ハ） 健康の確保

上記のほか、メンタルヘルス対策を含む職場
における心身の健康の確保に関し、医療機関等
において、「事業場における労働者の健康保持
増進のための指針」や「労働者の心の健康の保
持増進のための指針」に基づき、衛生管理者、
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産業医、衛生委員会等の活動を通じ、職場の実
態に即した形で取組が進められるよう、必要に
応じ支援を行う。

� 看護業務の効率化

イ 医療機関等における取組

看護業務の効率化については、これまでも申送
りの改善や電子カルテの導入など各医療機関等に
おいて取り組まれてきたところである。提供され
る医療サービスの内容も多様なこともあって、そ
の進展状況も様々であり、今後とも各医療機関等
の状況に応じた看護業務の効率化を図ることが望
まれる。
また、「医療に従事する多種多様な医療スタッ

フが、各々の高い専門性を前提に、目的と情報を
共有し、業務を分担しつつも互いに連携・補完し
合い、患者の状況に的確に対応した医療を提供す
る」というチーム医療を推進していく中で、従来
看護師等が行っていた業務に関しても、他職種と
の連携・補完を進めていく必要がある。特に、医
療関係事務に関する処理能力の高い事務職員（医
療クラーク）の導入や、看護業務等を補助する看
護補助者の活用について検討すべきである。

ロ 行政における取組

厚生労働省においては、都道府県の地域の実情
に応じた効果的・効率的な看護師等確保対策に関
する特別事業について助成してきたところである
が、今後も、こうした事業を通して、看護業務の
効率化の観点での各医療機関等の取組やそうした
取組に関する情報の共有を推進していくこととす
る。
また、各施設における就業環境改善の取組につ

いては、病院管理者及び看護管理者等のマネジメ
ント能力の向上や労務管理に関する教育が不可欠
であり、既存の事業を活用した管理者研修等の取
組について積極的に支援していくことが求められ
ている。
チーム医療における他職種との連携や、医療ク

ラークの導入や看護補助者の効果的な活用につい
ては、実践的事例集の普及等を図るべきである。

� 多様な働き方が可能な環境の整備

イ 医療機関等における取組

看護師等の離職を防止し、子育て期の看護師等
も含めた様々な人材の活用を図るためには、医療
機関等において、短時間正規雇用の導入、出退勤
時間の柔軟化、夜勤を伴わない就業区分の導入、
院内保育所の設置等、個人の置かれた状況に応じ
た多様な働き方を支える制度整備と利用しやすい
職場風土作りが求められる。
また、多様な働き方を支える制度整備等に際し

ては、夜勤等の負担について不公平感が生じない
よう工夫すること、また、各人の置かれた状況に
配慮しながら、
夜勤等の負担を職場内で適切に分かち合いサポ

ートし合う風土を培うこと等が重要である。
なお、短時間勤務等の導入が、これらの制度を

利用しない者の負担増にならないよう、多様な働
き方の導入に当たっては、必要な人員の確保にも
留意する必要がある。

ロ 行政における取組

行政としては、多様な働き方が可能な環境整備
に向けて、医療機関の取組に対する支援を行う。
具体的には、労働時間設定改善コンサルタント

による助言等のほか、研修会等の機会を通じて、
医療機関等に対し、両立支援に関する制度の周知
啓発を図るとともに、短時間正規雇用の導入を促
進する。また、これらの制度を含む多様な働き方
の導入について、参考となる取組例を収集し、好
事例等の普及に努める。
これまでも、国は、子どもを持つ看護師等、女

性医師を始めとする医療従事者の離職防止及び再
就業を促進するため、医療機関に勤務する職員の
乳幼児や児童の保育を行う事業に対する支援を実
施してきたところである。
多様な働き方が実現できるよう、今後もこうし

た取組の強化を図っていく必要があるものと考え
ており、平成２３年度予算においては、病院内保育
所の運営等に対する支援として、新たに休日保育
加算を行っている。
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（２）人材の育成・確保（人づくり）

� 継続的なキャリア形成と資質の向上

イ 医療機関等における取組

看護師等は、勤務する医療機関等において、そ
れぞれの就労経験に応じたキャリア形成を積み重
ねていくことが期待される。
免許取得後初めて就労する看護師等（新人看護

職員）については、各医療機関等において、後述
の新人看護職員研修ガイドラインに基づいた研修
を実施する等、研修体制、研修内容の充実に努め
ることによって、その職場定着を促すよう努める
ことが期待される。
さらに、医療機関等に専門性の高い看護師を積

極的に配置し、活用することは、高度化する医療
サービスの安全な提供に重要であるとともに、看
護師等のキャリア形成にも資するものである。

ロ 行政における取組

看護師等に対しては、その資質の向上を図るた
めの様々な施策が実施されており、それらは結果
的に看護師等のキャリア形成の促進につながるも
のと考えられる。

（イ） 新人看護職員研修の支援拡充

厚生労働省においては、平成２２年度から新人看
護職員研修事業を創設し、�医療機関等が実施す
る新人看護職員研修ガイドラインに沿った新人看
護職員研修、�都道府県が実施する医療機関等の
研修責任者に対する研修、�新人看護職員研修の
実施が困難な施設に対して都道府県が実施するア
ドバイザー派遣等に対する支援を実施している。
平成２３年度予算においては、新たに、新人保健

師や新人助産師の研修や教育担当者、実地指導者
を対象とした研修に対する支援を行い、新人看護
職員研修の充実を図ることとしている。

（ロ） 専門性の高い看護師等の養成支援

（２）�イのとおり、厚生労働省においては、
平成１５年から、がん性疼痛や救急看護などの看護
分野において専門性の高い看護師を育成するため
の研修の実施に対する補助等、看護師等の資質向
上に向けた様々な施策を実施しており、平成２３年
度においても一層の強化を図っていくこととして
いる。

� 就業の促進

イ 医療機関等における取組

医療機関等にとって、医療サービスの提供に必
要な人材を確保し続けることは、極めて重要な課
題である。このため、各医療機関等においては、
看護師等の募集に当たって、どのような医療現場
へ就労を求めるのか求職者に十分理解されるよ
う、効果的な情報提供（医療機関等の理念、地域
での役割、人材育成方針など）や職場見学の機会
の設定などの取組に努めることが望まれる。
また、医療機関等においては、後述の潜在看護

職員復職研修事業による講習会の技術実習等の運
営に積極的に協力をすることにより、潜在看護師
等の再就業支援を促進するとともに、潜在看護師
等に対し、現場での看護を通して看護の魅力を再
発見する機会を提供することも期待される。

ロ 行政における取組

第七次看護職員需給見通しに沿った看護師等の
養成を促進するため、厚生労働省においては、引
き続き看護師等学校養成所の運営費補助を行うほ
か、再就業を支援するため、以下の取組を行う。

（イ） 潜在看護職員等復職研修事業の実施

潜在看護師等の再就業支援については、各都道
府県ナースセンター等において、復職に向けた講
習会が実施されているところである。
厚生労働省においては、再就業の一層の促進を

図るため、平成２２年度から「潜在看護職員復職研
修事業」を創設し、再就業を希望する看護師等に
対し、最新の看護に関する知識及び技術に関する
研修の実施について支援している。

（ロ） ハローワークの利用促進等

ハローワークでは、離職後の看護師等や潜在看
護師等に対して、求職申込み等来所時を活用し、
「福祉人材コーナー」での支援内容等の積極的な
周知及び更なる利用促進を図ることにより、それ
ら求職者の就業を促進していく。
また、「福祉人材コーナー」を中心に、きめ細

かな職業相談・職業紹介、看護分野の求人情報の
提供、ナースセンター等関係団体との連携により
収集した研修情報の提供等を、積極的に行うこと
により、支援の充実を図っていく。
一方、求人者に対しては、分かりやすい求人票
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の作成等求人充足に向けたコンサルティングや、
求職者に対する求人情報の提供等を積極的に行
い、求人充足支援の充実を図っていく。
さらに、労働基準法令の遵守等に関する研修会

の開催時に、出席者（労働局（監督課・安定課）、
都道府県（保健福祉担当部局等））が「福祉人材
コーナー」を含むハローワークの取組内容に関す
る情報を共有し、あらゆる機会を捉えてその周知
を図っていく。

（ハ） ナースセンターの役割等

ナースセンターについては、ハローワークにお
ける実績と比較すると職業紹介にまで至った件数
は少ないものの、看護の有資格者によるきめ細か
い相談を実施できることから、ハローワークを始
め雇用関係部局とも連携した取組を進めることに
より再就業支援の効果を一層増大させていくこと
が期待される。

（３）地域における推進体制の整備（ネットワーク

づくり）

本プロジェクトチームでは、厚生労働本省の中で、
医療行政と労働行政が垣根を越えて協働する体制を
構築したが、こうした協働の枠組みは地域において
も必要かつ有効なものと考えられる。
このため、都道府県労働局労働基準部は、職業安

定部及び雇用均等室と連携しつつ、都道府県に加え、
地域の実情に応じ、関係団体など地域の医療関係者
の参加を求めて企画委員会を開催し、（１）�ロ（イ）
の研修会の開催に向けた調整を行うとともに、関係
者が協働して、地域の医療従事者の勤務環境の改善
等に取り組む恒常的な連絡協議の場として活用す
る。
さらに、中長期的には、医療関係者のみならず、

地域住民等の参画も図ることにより、医療について
の国民の理解を深めるための仕組みとしても活用さ
れることが考えられる。
なお、地域において、関係機関間の連絡協議のた

めの既存の枠組みがある場合には、これによること
として差し支えないものとする。
また、東日本大震災の被災地域においては、被災

者等に対する緊急的かつ優先的な対応の必要性にか
んがみ、平成２３年度は可能な範囲での取組を進める。

（４）その他

医療機関等においては、経営・管理層と現場スタ

ッフとの間のコミュニケーションを密にする等を通
じ、職場の人間関係の改善に努めるという視点をも
って、上記の取組を進めることが重要である。
また、国民は誰もが病を得ることがあることから、

医療機関等の受診に当たり、国民一人ひとりが、医
療の公共的性格、医療従事者の勤務環境等への理解
を深めることが望まれる。

第３ 今後の課題と継続的な取組

１ 今後の課題

本プロジェクトチームでは、医療機関職種の中で最
大の人数を占めている看護師等を対象として検討を行
った。一方、医師の勤務環境の厳しさについては、医
療提供体制の根幹に関わる大きな問題として指摘され
てきたところであり、チーム医療の観点からも、医療
従事者全体の勤務環境の改善を図っていくことが求め
られている。これは、医師の不足・偏在の問題とも密
接に関わるものであるが、今後、関係部局においては、
可能なものについては医師等他職種への活用も図りつ
つ、第２の２に掲げる取組を推進しながら、医療現場
での勤務環境の改善に向けた課題と対応に関する幅広
い知見の収集及び分析に努めていくこととする。
また、中央社会保険医療協議会において、看護師等

を含めた病院医療従事者の負担軽減策に関して、平成
２２年度診療報酬改定の結果を検証しつつ、医療従事者
の勤務状況、病院内の役割分担、病院の長時間勤務に
対する取組などを踏まえながら、次期診療報酬改定に
向けて検討を行う。

２ 平成２４年度以降における取組の強化・継続

平成２４年度以降においては、第２の２に掲げる平成
２３年度の取組の実施状況について、プロジェクトチー
ムの構成部局等によるフォローアップを行うととも
に、看護師等の業務負荷の状況についての継続的な把
握、分析を行い、これを踏まえ、平成２４年度以降も、
関係部局が有機的に連携しつつ、有効な取組を強化・
継続することとする（取組状況等については、厚生労
働省ホームページ等による情報発信を行う。）。
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